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1。 国立病院機構の概要

2.

設置根拠
独立行政法人国立病院機構法(平成 14年法律第191号 )

に基づ<、 特定独立行政法人

機構の行う業務

① 医療を提供すること

② 医療に関する調査及び研究を行うこと

③ 医療に関する技術者の研修を行うこと
④ 上記に付帯する業務を行うこと

組織の規模

病院数 :145病 院 (平成22年」月1日現在)

病床数 :57,036床 (平成22年 1月 lH現在)

-01病床 療養病床 結核病床 精神病床 感染症病床
■
―

48,720 156 3,402 4,725 33 57,036

4.職員数

51, 058名 (平成22年 1月 1日現在)

※医師5千人、看護師32千人、その他14千人

【看護職の昌J院長を4病院に設置】

5.財務

○ 各病院が自己の診療収入により収支相償を目指す。ただし、
法人の目的達成や法人の維持に重大な支障が生じるものや衡平
の観点から負担調整すべきものについて、病院の経営改善を前
提に、法人全体で支援。

○ 平成20年度の経常収益8,046億円のうち、運営費交付金の

占める害」含は、56%(454億円)であり、国期間の債務 (退職手

当等)の326億円を除くと、16%(128億円)となります。

※ 経常収益及び運営費交付金には、運営費交付金債務残高32億円を除 <。

3.

国立病院機構の理念

私F_ち国立病院機構は

国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために

たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに

悪者の目線に立つて懇切丁寧に医療を提供し

質の高い臨床研究、教育研1多の推進につとめます

第 2期中期計画期間 (平成 21～ 25年度 )

～良質な医療を効率 Ot」な運営で～

総合的事項

○個別病院ごとの総合的な検証、改善等 ○エイズヘの取組推進

0調査研究・情報発信機能の強化

効率的・効果的な運営を実施し、安定的な経営基盤の確立

各年度の損益計算で経常収支率100%以上

医療の向上、公衆衛生の向上・増進に寄与

診 療 事 業

○患者の目線に立つた

医療の提供

○安 |し 安ヽ全な医療の提供

○質の高い医療の提供

○IF別病院に期待される

機能の発13~等

→医療計画を踏まえた地

1或医療への一層の員献等

臨床 6Π 究 11業

OEBMの ためのエビ

デンスづくりの推進

○治験の推進

○高度・先喘医療技術

の臨床導入の将進

○臨床倫理の確立

教膏禍Flン ト業

○質の高い医療従

事者の養成

○地1或 医療に貢献

するbJT修 事業の

充実

Э本,1 フロ ック■ ■ ●二化 tヽOtl究 ヤ ンタ ーな ど

0"力 的な籠Cの霧 ■  人■ む成体 Iの 」引 になど

0■ ,1のX墳 ■■■の■■■■:そ

0'J,■査、外部■合もの充実・扱さ手」ち監香■■など

0■■息■の「コ| ´■′1修の充スなど

ox″ r,コ ス トの

「

,1,■ lJEttx」 象の,人をと

Cス ●資:ICtil:均  =も ,ヽ大 ■役

^C,1」
′_卜Jなど

0収入のに
'‐

メ■木収金のオ午二]|な ど
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2。 平成20年度の取組み1犬況 (1)
《診療業務 》

○ 患者の目線に立 った医療の提供

◇患者満足度調査によるサービスの改善

◇セカンドオピニオンの専門窓□の設置

129箇所(+122箇所)

◇患者の価値観を尊重した説明と相談体制
「インフォームド・コンセントの更なる向上のために」の策定
全病院における医療相談窓日の設置
MSWの大幅な増員 229名 (+187名 )

◇些饉 臀瞥軒訳躍塀
目の分かる明細書」

第二期中期計画中に全病院において発行

平成20年度 8病院実施

◇ 地域の医療ニーズに合わせた患者の利便性に考慮
した多様な診療時間の設定

○ 質の高い医療の提供

◇クリティカルパス活用 243,729件 (

地域連携クリティカルパスの実践
大腿骨頸剖S骨折、脳血管障害など53病院

◇ 長期療養者に対するQOLの向上

○ 患者が安′いできる医療の提供

◇ 医療安全対策の充実

医療事故情報の適切な収集と情報発信体制の確立

警鐘的事例、医療安全自書

全救急患者数に占める害り合  平成19年度 241%→

救急車搬送患者数に占める割合 平成19年度 53.7%→

ドクターヘリ等による診療提供 (長崎医療センター等)

転倒・転落防止プロジェクトの推進 (各病院共通のアセスメントシート等)

人工呼吸器6機種の標準化 平成 19年 12月 460%→平成21年 3月 542%
人工呼吸器不具合情報共有システムの運用

◇ 医療倫理の確立

臨床研究倫理審査委員会の設置 全病院

◇ 地域のニーズに応じた救急医療
救急患者数に占める入院患者の割合

平成20年度 26.3%

平成20年度 564%

療養介助員の配置 49病院 563名 [うち20年度 154名 増]

療養介助職の業務遂行の効率化 (療養介助長の創設等)

自立支援法施行後の療養介護サービス提供体制強化

◇ EBMの 推進
臨床評価指標の開発及び

/AN表

全病院で、臨床評価指標26項 目を計測、結果を公表

◇ 新型インフルエンザヘの対応

曇l絶′乙傷ま

`f34チ

♭曼潜菊苧]`霧秀Я ヮクチンの

平成15年度(国 B寺代)からの増減を記載しています。

+150.3%) ◇ 地上或連携の促進
紹 介 率 53.9%(+17.1%)

逆紹介率 427%(+183%)
高額医療機器の共同利用

59,004ク牛(+108.600)

地域医療支援病院

平成19年度 23病 院 → 平成20年度 33病 院(+29病院)

都道府県がん診療連携拠点病院

平成19年度 2病院 → 平成20年 度  2病院(+2病 院)

地域がん診療連携拠点病院

平成19年度 31病院 → 平成20年度 31病 院(+24病院)

◇ 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関

12病院349床 (国内病床の799%)を運営

※ (括弧)の増減は、 独立行政法人 国立病院機構



2。 平成20年度の取組み状況 (2)

《臨床研究業務 》
EBM推 進のための多施設大規模臨床研究
16年度採択の5課題の12,H9例 追跡調査終了、随Πケ論文発表

17年度採択の4課題の患者登録完了 1,849例 随時論文発表

18年度採択の6課題の一部患者登録完了 10,352例 追跡調査中

19年度採択の3課題の患者登録中 2,221例 さらに、20年度2課題を採択し、研究計画を策定

病院ネットワークを活かした臨床研究事業
ワクチン接種の有効性の検討など4課題について、多施設共同研究事業を実施 (政策決定への根拠となる情報収集 )

治験コーディネーター (CRC)の増員等、質の高い治験の推進のための体制整備

常勤CRC数 153名 (+99名 )治験総実施症例数  4,250件 (+1,461件 )

高度先端医療技術の開発や臨床導入の推進

《教育研修業務》
若手医師の育成
臨床研修医受入れ 713名 (+258名) 機構独自の「専修医」464名

地1或社会に貢献した教育活動
地域医療従事者及び地域住民等を対象とした公開講座の実施

新 構 想看 護 学 部 。大 学 院 開設 に 向 けた取 組
国立病院機構の豊富な診療現場を最大限活用した高度な看護実践能力を持ち、
スキルミックスによるチーム医療を提供できる看護師育成への取組
学校法人との連携の上、「東京医療保健大学 国立病院機構校」として平成22年4月 開設予定

《経営改善に向けた取組 》

○

○

○

○

○ 個別病院毎の経営改善計画 (再生プラン)の実施
本部及びプロック事務所に専属チームを設置し、さらに病院長、副院長等を本部特別顧間として委嘱
個別病院(58病院)毎の中期的な (平成20年度～平成 22イ li度 3年間)経営改善計画の初年度
経常収支が平成20年度計画を達成した病院 31病院
経常収支が平成20年度計画をド回つた病院 27病院 (う ち、前年度実績を上回つている病院 13病院)

※ (括弧)の増減は、平成15年度 (国時代)からの1曽減を記載しています。
独立行政法人 国立病院機構   3



3.財務状況

16'
実績

17'
実績

18'
実績

19'
実績

20'
実績

対前

年度

経常収益 7,461 7,665 7.677 7,989 8,078 89

医業収益 6.826 7,004 7.000 7.312 7.409 97

運営費交付金収益 516 鰤 498 490 486 △ 4

その他収益 119 152 179 187 184 △ 3

経常費用 7,459 7,629 7.553 7.700 7.686 △14

人件費 4.238 4.256 4.279 4370 4326 △44

材料費 1,595 1.650 1659 1727 1742 15

経費 844 919 949 978 1027 49

減価償去口費 563 600 477 452 437 △15

支払禾L息 219 204 189 173 153 △20

経常禾」益 2 36 124 289 392 103

臨時利益 233 7 8 4 2 △ 2

臨時損失 250 39 42 54 95 41

当期純利益 △16 3 90 239 3∞ 61

<損益計算書>
(単位:億円)<貸 借対照表>

(単位 :億円〉

※財駆磐
資金借 7,4∞  7193  6865  6391  5,891 △500

属醤病院機構債   。   30    60   110    80  △30

自己資金を活用して病院機能の向上に資する整備を

実施 し、借入金残高を大幅に減少させました。

※ 経常収支率   1000%1005% 1016%1038%1051% +13%
総 収 支 率    998%1000%1012%1031%1039% +08%

○ 平成20年度の経常収益8,046億円のうち、運営費交付金の占める

害」含は、56%{454億円)であり、国期間の債務 (退職手当等)の326
億円を除<と、16%(128億円)となります。

※ 上述の経常収益及び運営費交付金の額は、運営費交IJ金便務残高32億明を除いています.

16'期
末

17'期
末

18.期
末

19'期
末

20'期
末

対前

年度

資産 11,506 11,490 11.519 11,601 11,545 △56

流動資産 2,076 2.248 2364 2.458 2.315 △143

固定資産 9,429 9.242 9155 9,143 9.231 88

負債 9,125 8974 8,873 8.664 8283 △381

流動員債 1,666 1588 1,628 1,745 1,739 △ 6

固定負債 7,460 7386 7,245 6.919 6,卸 △375

純資産 2,380 2.516 2,646 2,937 3,262 325

※ 計数は原則としてそれぞれ四捨■l入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 独立行政法人 国立病院機構   4



r卜 4.平成20年度に実施した経営改善
平成 19年 度経常禾J益

【診療業務】

【教育研修業務】

【臨床研究業務】

【その他】

(単位 :億円)

上位基準(入院基本料)の 取得 60件

※新たに取得した主な基準、加算の例

①ス院期間の短縮薔により取得した基準
一般病棟入li基本料 711 +8施 設 (計28施 設)

一般病棟入院基本料1011 +5施 設 (計 61施設)

一般病棟入院基本料13:1 +8施 設 (計 9施設)

精神病棟入院基本料1011 +1施 設 (。12施 設)

専門病院入院基本料1011 +1施 EQ(。f5施 設)

障害病棟入院基本料 7:1 +1施 設 (計 1施設)

障害病棟入院基本料10:1 +8施 設 (計81施設)

小児入院医療管理料 1    +2施 設 (計 2施設)

小児入院医療管理本12   +5施 設 (計 12施設)

②地域の医療機関薔との連携i球り取得した薔準

地域医療支援病院入院診療加算 +10施設 (計33施設)

がん診療連携拠点病院力0算   + 1施設 (計331■ 設)

地1或連携診療:1画管理料

③DPC対魚病院

+15施設 (計25施設 )

30施設

平成 21年 3月 1日現在

○看護 8雨等養成所の再編成等

○治験等の研究収入1曽

財務活動

その他

○ 支払不」患減少等

+10
一̈」̈
一駆

．

‥ご

「
経常利益 103億円の改善

く《〔・
革L轟」。年度 臣品8寺損在査 △92

(う ち45億円減損損失)

※ 運営費交イ」金の振替額 (執行残額)と して国庫返納
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r卜 5.運営費交付金について

(平成20年度実績)

経常収益8,046億円

医業収益 7,409億円

経常収益の 92.1%

国期FB5債務の処理
機構の事業  128億 円

経常収益の1.6%

66億円 0.8%
。結核・精神医療等

・小児救急医療、周産期医療等 17

57億円 0.7%

5億円 01%

その他の収益 183億円 23%

機構が行う不採算事業への補助

8,000

5,000

4,000

1,000

注)経 常収益及び運営費交付金収益には、独立行政法人会計基準第80第3項の規定に基づ<平成20年度 (中期目標期間最終年度)末
における運営費交付金債務残高31.6億円の収益は含めていません。

独立行政法人 国立病院機構   6

7.000

3,000

21000

国期間債務の処理 326億 円
経常収益の4.1%

国の職員であつた期間分の退職手当
179億 円

142億 円

1億円

4億円

整理資源

恩給負担金

国期間の
医療廃棄物等処理費

※ なお、機構発足0吉に承継した財投借入金は、

元金・不」息ともに自己資金で償還している。



6。 「長期借入金比率」「自己資本比率」

■医療機関別「長期借入金比率」「自己資本比率」の比較

長期借入金比率

注1)国立病院機構は20'決算、他の医療機関は「平成19年 6月 実施 第16回医療経済実態調査 (医療機関等調査)報告Jにより作成。

注2)長期信入金は固定負債 (国立病院機構は、国立病院機構債券を含む)のみ。

注3)長期借入金Lヒ率=(長期借入金 (固定負慣)7.総資産)× 100
注4)自己資本LL率 =(自己資本 総資本)× 100

自己資本比率

|

０

　

　

０

２

　

　

１

一一一̈一一一　　一

0∞ %I

己曇杏]製

―ヽ一|

国立病院欄 情
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7.建築年次別病院数
<建築年次別病院数の分布状況>

国立病院機構 (144病院 ) 一般病院 (739病院)

(建 築年 次 )

～ S19年

S20～ 24年

S25～ 29年

S30～ 34年

S35-39年

S40～ 44年

S45～ 49年

S50～ 54年

S55～ 59年

S60～ 元 年

H2～ 6年

H7～ 11年

H12年 ～

09%

03%

07%

19%

26%

74%

82%

99%

116%

123%

151%

131%

105%

92%

注 )日立病院機構については、病棟単位 (平 成20年 度末時点 )

,キ )一 般病院については 「平成 17■ 6月 医療経済実憑調査 (医 療機関等調査 )報 告.よ り作成

160%
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8。 業務評価結果
国立病院機構の業務評価結果

(厚生労働省独立行政法人評価委員会 )

中期計画に沿つた評価項目
16年 度
拌定

17年度
絆定

18年 度
諄定

19年度
絆定

20年度
絆定

最終諄定

国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

1  診療事業  患者の目線に立った医療の提供 A A A A A A
2   ″   患者が安心できる医療の提供 A A A A A A
3   ″   質の高い医療の提供 S S S S S S
4 臨床研究事業 A S S S S S
5 教育研修事業 A A A A A A
0 災害等における活動 S A A A A A

業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

, 効率的な業務運営体制の確立 等 A A A A A A
8 業務運営の見直しや効率化による収支改善 業務運営コストの節減 等 A A A A A A
9   ″                  医療資源の有効活用 等 A A S S S S
|。    ″                  診療事業以外の事業に係る費用の節減等 A A A A A A
11   〃                  財務会計システムの導入等「F化の推進 A A A A S A

予算、収支計画及び資金計画

経営の改善 S S S S S S

固定負債割合の改善 等 A S S S S S
その他主務省令で定める業務運営に関する事項

人事に関する計画 A A A A A A

医療機器・施設設備に関する計画 A  (9で ,薔 )(9で諄饉) 〈9で■日 )(0で ,饉 ) (9て ,薔 )

再編成業務の実施 A (7で
"薔

)|(7で 諄● ) (7で諄口)|(7で
"薔

) (7て
"饉

)

17 機構が承継する債務の償還 A (10で 需薔 )|〈 13で,■ )|〈 13で絆薔 ) (13で

"薔
) (13で 諄口 )

S=3

A=14

S=4  S=5

A=101 A=9

6=5

A=9

S=0
A‐ 3

S=5

A口 9

「S」 :中期計画を大幅に上回つている。 「A」 :中 期計画を上回つている。 「B」 :中期計画に概ね合致している。

「C」 :中期計画をやや下回つている。  「D」 :中 期計画を下回つており、大幅な改善が必要。

独立行政法人 国立病院機構   9   r



資料1-1

国立病院機構の部価の視点(案)概要

1.評価の視点(案)の位置付

第2期中期目標期間(平成21年度～平成25年度)の国立病院機構の業務実績を評

価するための指標となるもの。

評価の視点(案)の主な内

第2期 中期 目標 ,中期計画の内容に合わせ、また、「独立行政法人整理合理化計画

(平成 19年 12月 24日 閣議決定 )」 等を踏まえ、設定.

1 国民に対して提供するサIビスその他業務の質の向上l_関する目程を達成するためにとるべき措置

○ 患者の目線に立った医療を提供するため各病院は、患者自身による治療選択に資す

るよう診療ガイドラインなどの活用に努め、また患者満足度調査の活用などを通じて患者

の意見を取り入れ、分かりやすい説明と相談体制の充実などサービスを改善できる仕組

みとなっているか。

○ クリティカルパスの実施件数について、中期計画に掲げる目標の達成に向けて取り組み、

チーム医療の推進、患者に分かりやすい医療の提供や医療の標準化のため、クリティカ

ルパスの活用を推進しているか。

○ 国立病院機構のネットワークを活かして、災害時の医療支援や地域医療支援などに適

切に対応しているか。

○ ′」ヽ児救急を含む救急医療について、中期計画に掲げている目標の達成に向けて取り

組み、より重篤な患者を受け入れるという国立病院機構に期待されている役割を果たし

ているか。

○ 結核やエイズをはじめとする感染症や重症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神

経・筋疾患、精神科医療など他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療

について、政策医療ネットワークを活用して適切に実施しているか。

○ 政策医療ネットワークを活用した臨床研究を推進し、研究成果を情報発信するなど一

般臨床に役立つエビデンスづくりを実施しているか。

○ 質の高い治験を推進するため、体制強化を図るとともに、治験実施症例数について、

中期計画に掲げている目標の達成に向けて取り組み、着実に進展しているか。

○ 国立病院機構の特色を生かした臨床研修プログラムに基づき、質の高い研修を実施し

て良質な医師の育成を行つているかD

O医 師など多職種とのチーム医療を提供していくことのできる高度な看護実践能力を持

つ看護師育成に取り組んでいるか。



2業 務運営の効率イしに関する目標を達成するためにとるべき措置

〇 国家公務員の再就職者のポストの見直しを図つているか。特に、役員ポストの公募や、

平成21年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポストの廃止等は適切に行われ

たか。1厚生労 咸 奇 拗 ″ 視点)
○ 各病院は、診療報酬上の施設基準の新規取得や効率的・効果的な医療の提供を通

じて、安定的な収入の確保を図るとともにコスト削減に努め、収支相償ないしそれ以上を

目指しているか。

O法 定外福利費の支出は、適切であるか。俳輩 芳動省評価委員fyぁ の観点)
〇 人件費について、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律等に基づく、平成18年度からの5年間で5%以上を基本とする削減を引き続き着実に

取り組むとともに、医療法等の人員基準に沿った対応を行うことはもとより、国の制度創

設や改正に伴う人材確保も含め政策医療の推進のための対応に取り組んでいるか。

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。(厚生労働窪拗躍調 会評価

の観点)
○ 契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか。(その後のフォローアツプを含

む。)また、「随意契約見直し計画」が計画どおり進んでいるか。[厚生労 ″省評価委員

会評価の視点)
○ 医事会計システムの標準化が着実に進展しているか。

○ 医業未収金について、新規発生防止の取組を一層推進し、また、法的手段の実施等

によりその回収に努め、医業未収金比率の低減を図つているか。

3予 算、収支計画及び資金計画

○ 各年度の損益計算について、中期計画に掲げている目標の達成に向けて取り組み、経

営改善を着実に実施しているか。

○ 再生プラン対象病院について、診療機能・病床規模の見直しなど必要な措置を講じる

とともに、個別病院の経営改善に取り組んでいるか。

○ 投資を計画的に行い、固定負債の減少を図るとともに、個々の病院における建物や大

型医療機器の投資に当たつて、長期借入金等の償還確実性等や一定の自己資金等を

含め、基本的な考え方等は整備されているか。

4その他主務省令で定める業務運営に関する事項

○ 良質な医療を効率的に提供するために、医師、看護師等の医療従事者を適切に配置

するとともに、医師・看護師不足に対する確保対策に取り組んでいるか。

○ 国立病院機構の役割、業務等について、積極的な広報に努めているか。



資料1-2
国立病院機構 評価の視点(案 )

独立行政法人日立病院機構中期目標

独立行政法人通則法 (平 成 11年 法律第 103号 )

第 29条第 1項の規定に基づき、独立行政法人国立

病院機構 (以 下「国立病院機構」という。)が達成す

べき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を次

のように定める。

平成21年 2月 27日

厚生労働大臣 舛添 要―

前文

国立病院機構は、平成 16年度の設立以来、職員

の意識改革や病院間のネットワーク機能の強化を図り

つつ、国の医療政策として担うべき医療 (以下「政策

医療」という。)の確実な実施と運営の効率化に取り

組んできた。

診療面においては、結核、エイズ、重症心身障害、

筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患、「心神喪

失等の状態で重大な他書行為を行つた者の医療及

び観察等に関する法律」(平成 15年 法律第 110号。

以下「医療観察法」という。)に 基づく医療などについ

て、入院患者数が全国の大きなシェアを占めるなど、

重要な役割を担つてきた。

また、財務面では、設立時に承継した約7,500億
円の債務を計画以上に償還しつつ、設立 2年 目以降

黒宇に転じ、第一期中期 目標期間において黒字を計

上している。

さらに、臨床研究においても、我が国の治験体制の

重要な一翼を担うとともにEBM(エ ビデンスに基づく医

療 (Evidence Based Medche))推 進のための大規

模な臨床研究を進めている。_:  : 1 1 _
他方、近年の医師不足を始め、病院を巡る環境が

厳しさを増す中で、国立病院機構は引き続き政策医

独立行政法人国立病院機構中期計画

独立行政 法人通則法 (平 成 11年 法律第 103

号。以下「通則法 Jという。)第 29条 第 1項 に基づき

平成 21年 2月 27日 付けをもって厚生労働大臣から

指示のあった独立行政法人国立病院機構中期 目標

を達成するため同法第 30条の定めるところにより、次

のとおり独立行政法人国立病院機構中期計画を定

める。

平成21年 3月 31日          '
平成21年 8月 4日 改正

独立行政法人国立病院機構

理事長 矢崎 義雄

前文

平成 16年 4月 、独立行政法人国立病院機構 (以

下「国立病院機構」という。)は、国民の貴重な医療

資源として発 足し、第一期中期計画期間において

は、医師不足、医療費適正化という状況下、全国に

おいてその担うべき医療を確実に実施してきた。また、

事業体として、国時代の旧弊を絶ち、業務運営の効

率化に取り組み、国から承継した多額の過去債務を

着実に償還し、わが国の医療体制において、代替不

可能な公共的財産である病院群の長期的な存続の

ための基盤を着実に築いてきた。

国立病院機構は、第二期中期計画期間において

は、第一期中期計画の成果を礎として、国民から信

頼の得られる医療を確実に提供することとする。その

成果として得られた収益と業務運営の更なる効率化

とが相挨つて生じた剰余については、国立病院機構

に課せられた使命の実現、医療の質の向上のために

再投資し、第二期以降を含めた長期的な事業の安

定を目指すものとする。

国立病院機構の病院は、引き続き政策医療の着

実な寒施■とも||:各 聾■1,お

')`■

■暉赤9早 ||
容についての課題が顕在化する中1地域の医療機関

及び地方公共団体との連携の下、患者・家族の利益

独立行政法人国立病院機構年度計画

平成 21年度の業務運営について、独立行政法人

通則法 (平 成 11年 法律第 103号 )第 31条第 1項の

規定に基づき、独立行政法人国立病院機構の年度

計画を次のとおり定める。

平成 21年 3月 31日

平成 21年 8月 4日 改正

独立行政法人国立病院機構

理事長 矢崎 機雄

1



国立病院機構 評価の視点(案 )

療を確実に実施しつつ、地域医療に一層貢献するこ

とが求められており、その責務は益々高まっている。同

時に、固定負債の着実な減少を含め経営基盤を安

定化させる必要がある。

このため、本部、プロック事務所、個々の病院がそ

れぞれ密接に連携し、一層の創意 。工夫を加えつつ、

業務を確実に実施し、業務の質及び効率性・自律性

の向上を図り、それらを国民が実感できるよう最大限

の努力を期待する。

第1 中期目標の期間

国立病院機構の本中期 目標の期間は、平成 16
年4月 から平成21年 3月 までの5年 間とする。

を最優先に、医療の安定した担い手として、地域医療

の向上に貢献していくこととする。

また、145の病院群のネットワークを活かして、わが

国の医療の質の向上に寄与するとともに、スケールメ

リットを活かして蓄積された診療情報の分析などを通

じて形成されたエビデンス(根 拠 )を 幅広く情報発信

し、国民医療の向上に活用するものとする。

さらに、限られた人的資源の下での医療提供を確

実に行うため、良質な医療人材の育成・輩出を通じ

た医療界への貢献に加え、医療機種間の役割分担

と協働に基づくチーム医療の推進を図るなど、病院運

営のサービスモデルを提示し、わが国の病院医療の

水準の向上に貢献していくものとする。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示

を受けた平成21年 4月 1日 から平成26年 3月 31日

までの期間における国立病院機構が達成すべき業務

運営に関する日標 (以 下「中期目標」というよ)を達成

するための計画を以下のとおり定める。

第2国民に対して提供するサービスその他業務の質

の向上に関する事項

国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のあ

る疾病に関する医療、難治性疾患等に対する医療、

歴史的。社会的な経緯により担ってきた医療及び国

の危機管理や積極的貢献が求められる医療として別

記に示す政策医療分野を中心に、国立病院機構の

政策医療ネットワーク(以 下「政策医療ネットヮーク」と

いう。)を活用しつつ、医療の確保と質の向上を図るこ

と。

あわせて、地域における他の医療機関との連携を

強化しつつ、都道府県が策定する医療計画を踏まえ

第1 国民に対して提供するサービスその他業務の質

の向上に関する目標を達成するためにとるべき措

置

国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のあ

る疾病に関する医療とともに地域の中で信頼される医

療を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与

することとする。このため、医療の提供、調査研究及び

医療従事者の育成を着実に実施する。

|

国民に対して提供するサービスその他業務の質

の向上に関する目標を達成するためにとるべき措

置

第 1

■評価項目1■

診療事業 (1)患 者の目線に立った医療の提供

2



国立病院機構 評価の視点(案

'た適切な役割を果たすこと。

さらに、我が国の医療の向上に貢献するため、調査

研究及び質の高い医療従事者の育成を行うこと。

診療事業

各病院において、国の医療政策や地域の医療

事情を踏まえつつ、患者の目線に立ち、患者が安

心できる安全で質の高い医療を提供すること。

(1)患 者の日線に立った医療の提供

患者 自身が医療の内容を理解し、治療を選択

できるように、診療ガイドラインの活用、医療従事者

による説明・相談体制の充実、全病院におけるセカ

ンドオピニオン相談体制の整備、診療報酬の算定

項 目のわかる明細書の全病院における発行などに

取り組むこと。

また、患者の目線に立った医療推進の観点から

患者満足度調査を更に改善し、医療の質の向上

を図ること。

さらに、疾患に対する患者の自己管理 (セ ルフマ

ネージメント)の観点から患者の支援を図ること。

診療事業      ・

診療事業においては、利用者である国民に満足

される安心で質の高い医療を提供していくことを主

たる日標とする。

(1)患 者の日線に立った医療の提供

① 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり

患者が医療内容を適切に理解し、治療の選択

を患者自身ができるように診療ガイドラインの適切

な活用や複数職種の同席による説明などに努める

とともに、相談しやすい体制をつくるよう取り組む。

また、患者とのコミュニケーションに関する研修

(接遇等 )を充実し、患者満足度調査において、医

療従事者の説明に関する項目についての改善につ

いて検証を行う。

② セカンドオピニオン制度の充実

患者が主治医以外の専門医のアドバイスを求め

た場合に適切に対応できるようなセカンドオピニオン

制度について、中期日標の期間中に、全病院で受

け入れ対応できる体制を整備する。

また、セカンドオピニオンに対する患者の理解、

満足に関する調査を実施し、制度の充実を図る。

③ 患者の価値観の尊重

患者満足度調査を毎年実施し、その結果を踏

まえて患者の利便性に考慮した多様な診療時間

の設定や待ち時間対策などサービスの改善を図

る。

また、慢性疾患を中心に疾患に対する患者の自

己管理 (セ ルフマネTジメント)を 医療従事者が支

援する取組を推進するほか、個別の診療報酬の算

定項目の分かる明細書を発行する体制を中期目

診療事業

(1)患 者の日線に立った医療の提供

① 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり

各病院は、平成20年 度までに実施した患者満

足度調査の分析結果を基に、自院の課題を検討

し、必要なサービスの改善を行う。

② セカンドオピニオン制度の充実

セカンドオピニオン制度の充実に向け、セカンドオ

ピユオン窓日の設置病院を増やすとともに、引き続

き相談しやすい環境 (専 門医の情報提供等 )を 整

備していく。

また、セカンドオピニオンに対する患者の理解、

満足に関する調査を行うため、実施方法等の検討

に着手する。

③ 患者の価値観の尊重

平成20年度までに実施した患者満足度調査の

分析結果を参考に、引き続き必要なサービスの改

善を進める。

また、各病院におけるサービスの改善を経年的

にとらえるため、平成21年 度においても患者満足

度調査を実施するとともに、調査項目などの見直し

を行う。

さらに、患者の自已管理 (セルフマネージメント)

患者の目線に立った医療を提供するため各病院

は、患者 自身による治療選択に資するよう診療ガ

イドラインなどの活用に努め、また患者満足度調査

の活用などを通じて患者の意見を取り入れ、分かり

やすい説明と相談体制の充実などサービスを改善

できる仕組みとなっているか。

セカンドオピニオン制度について、全ての病院に導

○

入を進めるとともに、セカンドオピニオJこ対する患

者の里盤、泄足上関する調査を通L生 制度⊇充実

が図れる体制となっているか。

○ 患者の視点でサービスを点検するため各病院は、

患者満足度調査を実施し、その結果を踏まえ、サ

ービスの改善を図つているか。

○ 患者の自己管理 (セルフマネージメント)を医療従

事者が支援する取組を実施するとともに、全ての病

院が個別の診疲報酬の算定項 目の分かる明細書

を発行する体制を整備しているか。



国立病院機構 評価の視点(案 )

標の期間中に全病院に整備する。

さらに、患者満足度調査については患者の目線

に立った観点からその見直しを図る。

を医療従事者が支援する取組を推進するほか、個

別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行

する体制を整備する。

(2)安 心・安全な医療の提供

医療倫理を確保する体制を整備すること。

また、診療情報について情報開示を適切に行う

ほか、政策医療ネットワークを活用しつつ、医療安

全対策の充実を図り、医療事故の防止に努めるこ

と。

さらに、これら取組の成果を適切に情報発信す

ること。

(2)安 心・安全な医療の提供

① 医療倫理の確立

患者が安心できる医療を提供するためには、患

者との信頼関係を醸成することが重要であり、各病

院はカルテの開示を行うなど適切な情報開示に取

り組むとともに、患者のプライバシーの保護に努め

る。

また、各病院の倫理委員会の組織・運営状況

を本部において把握し、その改善に努めるとともに、

倫理的な事項に関し医療従事者に対して助言を

行う体制を院内に整備する。

② 医療安全対策の充実

医療安全対策を重視し、リスクマネージャーを中

心に、ヒヤリハット事例の適正な分析等のリスク管

理を推進するとともに、病院間での相互チェックを

実施するなど医療安全対策の標準化に取り組む。

特に、院内感染対策については、院内サーベイラ

ンスの充実などに積極的に取り組む。

また、我が国の医療安全対策の充実に貢献す

る観点から、各病院は引き続き医療事故や医薬

品等安全性情報の報告を徹底する。

さらに、これら取組の成果をとりまとめ情報発信

に努める。

(2)安 心・安全な医療の提供

① 医療倫理の確立

平成20年 度に中央医療安全管理委員会より

報告された「インフオームド・コンセントの更なる向上

のために」を運用し、国立病院機構におけるインフ

ォームド・コンセントを一層推進していく。

各施設に設置した倫理審査委員会における活

動・運営状況を把握するとともに、委員を対象とし

た研修を計画し、医療従事者へ助言する体制づく

りに着手する。

② 医療安全対策の充実

我が国の医療安全対策の充実に貢献する観点

から、全ての病院が、医療事故情報収集等事業

及び医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に

適切に報告する。また、病院ネットワークを活用した

医療事故の原因・防止対策の情報の共有化により

各病院の医療安全対策の充実を図るとともに、当

該取組を外部にも発信していく。

医療安全対策の観点から、長期療養者が使用

する人工呼吸器について、絞込を行つた6機 種ヘ

の標準化の取組を進める。

特に、平成20年度から取り組んでいる「転倒・転

落事故防止プロジェクト」に基づく事例の分析を行

い、防止対策の改善を図る。

医療安全対策の標準化を図るため、医療安全

対策について病院間で相互チェックを実施する体

制を整備する。

■評価項目2■

診療事業(2)安 心・安全な医療の提供

患者との信頼関係を醸成させるため各病院は、カ

ルテの開示及び患者のプライバシー保護について

適切に取り組んでいるか。

各病院は倫理的な事項に関し医療従事者に対

して助言を行う体制を整備しているか。

各病院がリスクマネージャーを中心にヒヤリハット

事例の適正な分析等のリスク管理を推進するととも

に、病院間での相互チエックなど医療安全対策の

標準化に取り組んでいるか。

各病院が院内感染対策に積極的lヽ取り組んでい

るか。

我が国の医療安全対策の充実に貢献するため

各病院は、医療事故や医薬品等安全性情報の報

告を適切に実施するとともに、これら取組の成果を

情報発信しているか。

○

○

O

■評価項目3日

診療事業(3)質 の高い医療の提供
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国立病院機構 評価の視点(案 )

(3)質 の高い医療の提供

政策医療ネットワークによる情報 。ノウハウの共有

化を図りつつ、クリティカルバス、職種間の協働に基

づくチーム医療などを推進すること。

また、EBMの推進、政策医療の質の向上及び

均てん化の観点から、政策医療ネットワークを活用

して診療情報データベースを早期に確立し、民間

を含めた利用促進を図るとともに、臨床評価指標

の充実に努めること。

さらに、患者 のQOL(生 活 の質 (Qudity of

L:fe))の 向上を図り、特に重症心身障害児 (者 )、

筋ジストロフィー児 (者 )等 の長期療養者について

は、障害児の療育環境の向上及び障害者 自立支

援法 (平成 17年法律第 123号 )に基づく療養介

護事業の体制の強化に努めるとともに、老朽化した

施設の計画的整備を図ること。あわせて、通園事

業等を推進し、在宅支援を行うこと。

(3)質 の高い医療の提供

① クリティカルバスの活用

チーム医療の推進、患者に分かりやすい医療の

提供や医療の標準化のため、クリティカルバスの活

用を推進し、その実施件数について中期目標の期

間中に、平成20年度に比し10%以 上の増加を目

指す。

② EBMの推進

国立病院機構が担つている政策医療の質の向

上と均てん化の観点から国立病院機構のネットワ

ークを十分に活用し、エビデンスに基づく医療

(Evidence Based Mediche。 以下「EBM」 という。)

を実践するため、臨床研究などにより得られた成果

を臨床に反映させるとともに、臨床評価指標の充

実を図る。

また、医事会計システムの標準化などを通じて

診療情報データベースを早期に確立し、民間を含

めた利用促進を図る。

③ 長期療養者をはじめとする患者のQOLの 向上

等

長期療養者をはじめとする患者のQOL(生活の

質)に関しては、ポランティアの積極的な受入や協

働等に努めるとともに、障害児の療育環境の向上

及び障害者自立支援法 (平成 17年法律第 123

号 )に基づく療養介護事業の体制の強化を行うな

ど、その向上に取り組み、患者満足度調査におけ

るQOLに関する項目の評価について、平均値の向

上に努める。

また、重症心身障害児 (者 )等 の在宅療養を支

援するため、通園事業等の推進や在宅支援ネット

ワークヘの協力を行う。

あわせて、特に重症心身障害、筋ジストロフィー

などの老朽化した病棟については、計画的に更新

整備を行う。        ■

④ 職種間の協働、チーム医療の推進

(3)質 の高い医療の提供

① クリティカルバスの活用

クリティカルパスの活用を促進し、クリティカルパ

ス実施件数の増加を目指す。

|

② EBMの推進

EBM推 進のための大規模臨床研究などにより

得られた成果を臨床に反映させるため、各施設に

情報のフィードバック及び成果の公表を行う。

また、全ての施設を対象に臨床評価指標の測

定を実施するとともに、測定結果の分析と検証を

行うための検討会などにより、臨床評価指標の充

実に向けた検討を行う。

さらに、医療の質の向上のための診療情報デー

タベーネの構築に向けた取組を進める。

③ 長期療養者をはじめとする患者のQOLの 向上

等

長期療養者をはじめとする患者のQOLに 関し

て、ボランティアの積極的な受入や協働等に努め

るとともに、障害児の療育環境の向上及び障害者

自立支援法に基づく療養介護事業の体制の強化

を行うなど、その向上に取り組むほか、患者満足度

調査におけるQOLに関する項目の見直しを行う。

また、重症心身障害児(者 )等 の在宅療養を支

援するため、通園事業等の推進や在宅支援ネット

ワークヘの協力を行う。

重症心身障害、筋ジストロフイーなどの老朽化し

た病棟について、償還可能性を踏まえつつ更新整

備を進める。

④ 職種間の協働、チーム医療の推進

○ クリティカルバスの実施件数について、中期計画

に掲げる目標の達成に向けて取り組み、チーム医

療の推進、患者に分かりやすい医療の提供や医療

の標準化のため、クリティカルパスの活用を推進し

ているか。

臨床評価指標の充実や国立病院機構のネットワ

ークを活かしたエビデンスに基づく医療を実践してい

るか。

医療の質の向上のため、診療情報データベース

を早期に確立し、民間を含めた利用促進に向けて

適切に取り組んでいるか。

ボランティアの積極的な受入等や障害者 自立支

援法の動向を踏まえた療養介護事業体制の強化

などにより、長期療養者のQOL向 上に取り組んでい

るか。

重症心身障害児 (者 )等 の在宅支援が進展して

tヽ るか。

重症心身障害、筋ジストロフィーなどの老朽化し

た病棟を計画的に整備しているか。

○

○

○

○

5



国立病院機構 評価の視点(案 )

チーム医療の推進に必要な複数の専門職種間

の協働とそのために役割分担された各職種の業務

を実施することにより、質の高い医療を効率的に提

供する。

チーム医療の推進に必要な複数の専門職種間

の協働を推進するための研修を実施する。

○ 各病院がチーム医療の推進等により、質の高い

医療を効率的に提供しているか。

(4)個 別病院に期待される機能の発揮等

地域における医療に一層貢献するため、都道府

県が策定する医療計画を踏まえ、がん、脳卒中、

急性心筋梗塞及び糖尿病の4疾病並びに救急医

療、災害時における医療、へき地の医療、周産期

医療及び小児医療 (′〕ヽ児救急医療を含む)の 5事

業を中心に、地域連携クリティカルバスを始め地域

の医療機関との連携強化等を図ること。また、救

急医療・4ヽ 児救急医療については体制強化を図

り、周産期医療においてはNICU(新生児集中治療

室(Neonatal htendve Care unit))の 後方支援機

能の強化を図ること。また、災害や新型インフルエ

ンザなど公衆衛生上重大な危害が発生し又は発

生しようとしている場合には、迅速かつ適切な対応

を行うこと。更に、医師不足地域への協力に努める

こと。

各病院が担う政策医療について引き続き適切に

実施し、結核、エイズ、重症心身障害、筋ジストロフ

ィーをはじめとする神経・筋疾患等に対する医療、

医療観察法に基づく医療など他の設置 主体では

必ずしも実施されないおそれのある医療について、

セーフティーネットとしての機能を果たすこと。

また、国の医療分野における重要政策の受け皿

となるモデル事業を積極的に実施すること。

(4)個 別病院に期待される機能の発揮

① 医療計画を踏まえ地域医療ヘー層の貢献

地域において必要とされる医療を的確に実施す

るため、地域連携クリティカルパス実施病院の増加

や紹介率、逆紹介率の向上など地域の医療機関

との連携・強化を図るとともに、都道府県が策定す

る医療計画を踏まえ、4疾 病・5事業を中心に地域

医療の向上に積極的に取り組む。また、紹介率と

逆紹介率については、中期 目標の期間中に平成 2

0年 度に比し各 々5%以 上引き上げることに努め

る。

特に、災害時の医療支援やへき地医療への持

続的な支援、医師不足問題に直面する地域医療

への支援など国立病院機構の全国的なネットワー

クを活かして確実に対応する。

さらに、小児救急を含む救急医療については引

き続き体制強化を図り受入数の増加に努め、中期

目標の期間中に平成 20年 度に比し、救急車によ

る受入数及び救急受診後に入院した患者数につ

いて各々5%以 上の増加を目指す。また、周産期

医療についても重症心身障害児 (者 )病 棟等にお

い てNICU(新 生 児 集 中 治 療 室 (NeonatJ

htensive Care Unit))の 後方支援病床としての機

能強化を図る。

※4疾病 :がん、脳卒中、急性心筋梗塞、精尿病

5事 業 :救 急医療、災害時における医療、へき地医

療、周産期医療、小児医療

② 政策医療の適切な実施

地域医療への一層の貢献とともに、これまで担つ

(4)個 別病院に期待される機能の発揮

① 医療計画を踏まえ地域医療ヘー層の貢献

地域連携クリティカルバス実施病院の増加や紹

介率、逆紹介率の向上など地域の医療機関との

連携・強化を図るとともに、都道府県が策定する医

療計画を踏まえ、4疾 病・5事 業を中心に地域医

療の向上に積極的に取り組む。

特に、災害発生時の医療支援やへき地医療ヘ

の持続的な支援、医師不足問題に直面する地域

医療への支援などに対応する。

さらに、小児救急を含む救急医療については引

き続き体制強化を図り、救急車による受入数及び

救急受診後に入院した患者数の増加を目指す。

また、周産期医療についても重症心身障害児

(者 )病棟等においてNICUの 後方支援病床として

の機能強化を図るための取組に着手する。

② 政策医療の適切な実施

地域医療への一層の貢献とともに、これまで担つ

■評価項目4■

診療事業(4)個 別病院に期待される機能の役割

○ 地域医療全―層の貢献のため、地域理性2生
ィカルバス実施病院の増加や紹介率、逆紹介率の

向上など中期計画に掲げている目標の達成に向上

で 取 り組 み 皿 量 医 春 遭 機 の 綸 イレ弁 図 るルル+1に

医療計画を踏まえ積極的に4疾 病・5事業に取リ

組んでいるか。

○ 国立病院機構のネットワークを活かして、災害時

の医療支援や地域医療支援などに適切に対応じ

ているか。

O小 児救急を含む救急医療について、中期計画に

掲げている日標の達成に向けて取り組み、より重篤

な患者を受け入れるという国立病院機構に期待さ

れている役割を果たしているか。

重症心身障害児 (者 )病 棟等におけるNICUの 後

方支援病床としての機能強化に取り組んでいるか。

結核やエイズをはじめとする感染症や重症心身

障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾



国立病院機構 ‐評価の視点(案 )

てきた結核やエイズをはじめとする感染症、重症心

身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾

患、精神科医療など他の設置主体では必ずしも実

施されないおそれのある医療について、政策医療

ネットワークを活用し、引き続き適切に実施すること

によリセーフティーネットとしての機能を果たす。特

に、以下に掲げる事項について一層の推進を図

る。                ′

また、既存の政策医療ネットワークについては、そ

の構成を見直し、再構築し、国立高度専門医療セ

ンターとの適切な連携を図りつつ、活動性の向上を

図ることにより個々の病院が取り組む政策医療の

質の向上を図る。

【重症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・

筋疾患】

・ 重症心身障害病棟におけるNiCUの後方病床と

しての機能強化

・ 障害児の療育環境の向上及び障害者自立支

援法に基づく療養介護事業の体制の強化 など

【精神科医療】

・ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた

者の医療及び観察等に関する法律 (平成 15年

法律第 110号 )に基づく医療の実施

・ 身体合併症、発達障害、薬物・アルコール依

存、難治性精神疾患への対応

・ 精神科急性期医療への対応 など

【結核医療など】

・ 結核との重複疾患への対応

・ 薬剤耐性藉核べの対応

・ 新型インフルエンザ対策の実施 など

③ 重点施策の受け皿となるモデル事業の実施

国の医療分野における重点施策については、そ

の受け皿となるモデル事業を積極的に実施する。

特に、新型インフルエンザ対策については(他の医

療機関のモデルとなるような対応指針を策定する。

てきた政策医療について、引き続き適切に実施す

ることによリセーフティーネットとしての機能を果た

す。特に、以下に掲げる事項について一層の推進

を図るための取組に着手する。

また、既存の政策医療ネットワ‐クについては、

検討会などによりその構成を見直し、再構築し、国

立高度専門医療センターとの適切な連携を図りつ

つ、活動性の向上を図るための取組に着手する。

【重症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・

筋疾患】

・ 重症心身障害病棟におけるNICUの後方病床と

しての機能強化

・ 障害児の療青環境の向上及び障害者 自立支

援法に基づく療養介護事業の体制の強化 など

【精神科医療】

・ 心神喪失者等医療観察法に基づく医療の実施

・ 身体合併症t発 達障害、薬物・アルコール依

存、難治性精神疾患への対応
・ 精神科急性期医療への対応 など

【結核医療など】

・ 結核との重複疾患への対応

・ 薬剤耐性結核への対応

・ 新型インフルエンザ対策の実施 など

◎

菖需鍵嘉霧晃露孵 暦羅集種蒼賢 1蟹 そ

の受け皿となるモデル事業を積極的に実施する。

特に、新型インフルエンザ対策については、他の医

療機関のモデルとなるような対応指針を策定する。

患、精神科医療など他の設置主体では必ずしも実

施されないおそれのある医療について、政策医療ネ

ットワークを活用して適切に実施しているか。

国立高度専門医療センタニ(国 立高度専門医

療研究センター)との適切な連携を図つているか。

国の医療分野における重要政策の受け皿となる

モデル事業を積極的に実施しているか。



国立病院機構 評価の視点(

臨床研究事業

政策医療ネットワークを活用して、EBM推進の

基礎となる医療の科学的根拠を構築し、我が国の

医療の向上に資するため情報発信すること。

また、高度・先進医療技術の臨床導入を推進

すること。

さらに、治験を含め臨床研究を的確かつ迅速に

実施するための体制整備を進めること。

2臨床研究事業

臨床研究事業においては、政策医療ネットワー

クを活用して質の高い治験など大規模な臨床研究

を進め、EBM推 進の基礎となる、科学的根拠を築

くデータを集積するとともに、その情報を発信するこ

とにより、我が国の医療の質の向上に貢献する。

(1)ネットワークを活用したEBMのためのエビデンスづ

くりの推進

① 一般臨床に役立つ臨床研究の推進

政策医療ネットワークを活用し臨床試験を含む

共同研究を推進し、研究成果を情報発信するなど

一般臨床に役立つエビデンスづくりを実施する。

② 政策医療ネットワークを活かした臨床研究の推

進

臨床研究センター、臨床研究部を中心にEBM
の推進のための臨床研究を推進する。

また、臨床研究に精通した人材の育成を図ると

ともに、臨床研究組織の評価制度を充実し、医療

必要度、研究力に応じた柔軟な研究体制を構築

する。

(2)治 験の推進

政策医療ネットワークを活用して多病院間の共

同治験を推進し、迅速で質の高い治験を実施す

臨床研究事業

(1)ネットワークを活用したEBMのためのエビデンスづ

くりの推進

① 一般臨床に役立つ臨床研究の推進

国立病院機構の全国的なネットワークを活用し

た独 自の研究であるEBM推進のための大規模臨

床研究については、平成 16年 度、平成 17年 度及

び平成 18年 度に採択した課題の一部の研究にお

いては、得られた成果を学会・論文などで発表し、

医療の質の向上に資するとともに、広く情報発信

し、臨床への還元を目指す。

また、平成 19年 度及び平成 20年度に採択した

課題においては引き続き本部が主導 となり、推進・

運営する。

平成 21年度には介入研究についても採択し、E

BM推進のための大規模臨床研究の質の向上を

図る。

② 政策医療ネットワークを活かした臨床研究の推

進

臨床研究センター、臨床研究部を中心に、社会

的ニーズ、研究 力に応じた柔軟な研究体制の構

築を目指し、より我が国の医療に貢献する国立病

院機構におけるネットワーク研究事業を推進する。

(2)治 験の推進

迅速で質の高い治験を実施するため、本部によ

り、治験実施施設の実態を詳細に把握し、進捗が

■評価項目5■

臨床研究事業

政策医療ネットワークを活用した臨床研究を推進

し、研究成果を情報発信するなど一般臨床に役立

つエビデンスづくりを実施しているか。

○ EBMの推進のための臨床研究を推進するととも

に、臨床研究に精通した人材育成や臨床研究組

織の評価制度の充実に取り組んでいるか。

○ 質Q薗墜治験を推進するため、体制重 化を図る

とともL五 駐実施症例性につい二、三J盤劃璽に

掲げている目標の達成に向けて取り組み、着実に



国立病院機構 評価の視点(案 )

る。

複数の病院で実施する治験について本部が一

括審査を行う中央治験審査委員会を運営するな

ど治験の推進体制の強化を図るとともに、国際共

同治験や医師主導治験の実施に積極的に取り組

む。

治験実施症例数について中期 目標の期間中に

平成20年度に比し5%以上の増加を目指す。

(3)高 度・先進医療技術の臨床導入の推進

臨床研究センター及び臨床研究部を中心に、

高度医療・先進医療について臨床導入などを推進

する。

(4)研 究倫理の確立

臨床研究や治験を実施する病院すべてに設置

された臨床研究に関する倫理委員会、治験審査

委員会について各病院の審査状況を本部で把握

し、その改善に努める。

悪い文は実施率の低い施設に対しては指導・支援

を実施するとともに、国際共同治験に参加するため

の体制の整備に努め、医師主導治験の検討を進

める。

また、CRB(中 央治験審査委員会 )を 円滑に実

施し、治験実施期間の短縮を図り、治験総実施症

例数の増加を目指す。

(3)高 度・先進医療技術の臨床導入の推進

我が国における高度先端医療技術の臨床導入

に資するとともに、その成果を公表する。

加えて、職務発明に対する理解と意識を向上さ

せ、発明の特許等権利化を進めていく。

(4)研 究倫理の確立

各施設に設置された臨床研究に関する倫理委

員会、治験審査委員会について各病院の審査状

況を本部で把握し、その改善のため、委員を対象

とした研修の実施を計画し、研究倫理向上のため

の体制づくりに着手する。

進展しているか。

○ 高度・先進医療技術の臨床導入などは進展して

いるか。

○ 研究倫理の確立のため、各病院に設置された臨

床研究に関する倫理委員会、治験審査委員会に

ついての審査状況を把握し活用しているか。

教育研修事業

政策医療ネットワークを活用し、国立病院機構

の特色を活かした臨床研修プログラムやキャリアパ

ス制度により、質の高い医療従事者の確保・育成

に努めること。

特に、幅広い総合的な診療能力を有し、全人

的な医療を推進できる医師の育成に努めること。

また、国立病院機構が担う医療に対する使命

感を持つた質の高い看護師の育成を行うとともに、

看護教育の変化の中で、医療と一体となった高等

看護教育に資する取組を行うこと。

さらに、EBMの成果の普及や医療の地域連携

の促進などを目的として、地域の医療従事者及び

地域住民に対する研修事業の充実を図ること。

教育研修事 業

教育研修事業においては、独自の臨床研修プロ

グラムに基づく質の高い医師の育成やキャリアパス

制度の構築により質の高い医療従事者の育成を

行う。

(1)質 の高い医療従事者の育成・確保

① 質の高い医師の育成

国立病院機構の特色を生かした臨床研修プロ

グラムに基づき、質の高い研修を実施して良質な

医師の育成を行う。

あわせて、臨床研修終了後の医師が各病院に

おいて実施する専門分野の研修である専修医制

度に関し修了基準を設けるなどt研 修コースや研

教育研修事業

(1)質 の高い医療従事者の育成・確保

① 質の高い医師の育成、医師のキヤリアパスの

構築

国立病院機構の特色を生かした臨床研修プロ

グラムに基づき、質の高い臨床研修を実施する。

また、専門分野の研修である専修医制度 (後 期

臨床研修制度)において、研修コースや研修プログ

ラムの充実を図り、良質な医師を育成し、研修を

■評価項目6■

教育研修事業

0着 スの業務改善″ _―めの具体的なイ=シアテイノ

″́r・分″ι、評″ι

“

:る″ち

`″

・″委″″の

あ 紗

“

P教庁″夕事業だお//る該当″分ノ

国立病院機構の特色を生かした臨床研修プログ

ラムに基づき、質の高い研修を実施して良質な医

師の育成を行つているか。

専修医制度を活用し、幅広い総合的な診療能

力を有し、全人的な医療を推進出来る医師の育

成に取り組んでいるか。

○

○



国立病院機構 評価の視点(案 )

修プログラムの充実を図り、良質な医師を育成す

る。

さらに、専修医制度を活用し、幅広い総合的な

診療能力を有し、全人的な医療を推進出来る医

師の育成について、国立病院機構全体として取り

組む。

② 質の高い看護師等の育成

国立病院機構が担う医療に対する使命感を持

つた質の高い看護師の育成を行うとともに、高度な

看護実践能力を持ち、医師など多職種との協働に

よリチーム医療を提供していくことのできる看護師を

育成するため、医療と一体となった高等看護教育

に資する取組を行う。

また、看護師等養成所については引き続きカリ

キュラムの第二者評価を実施し、教育の質の充実

を図る。さらに、すべての養成所は地域医療への貢

献のため、地域に開かれた公開講座を実施する。

③ 医師のキャリアパス制度の構築

国立病院機構の組織や機能の特色を活かし

て、医師のキャリアパス制度を構築し、本部採用の

導入と併せて、良質な医師の育成と確保に努め

る。

④ 看護師のキャリアパス制度の充実

平成 18年度から運用している看護師のキャリア

パス制度について、プログラムの運用等に係る評価

を実施し、引き続き国立病院機構の特色を活かし

たキヤリアパス制度の充実を図り、良質な看護師の

育成と確保に努める。

⑤ 医療従事者研修の充実

質の高い医療従事者を育成するため、コ・メディ

カルをはじめとする医療関係職種を対象とした研修

などについて更なる充実を図る。

特に、医療技術の向上を図るため、技術研修の

実施体制を計画的に整備するとともに、国立病院

修了した医師の認定を行い、キャリアバスに活用す

る。

さらに、専修医制度を活用し、幅広い総合的な

診療能力を有し、全人的な医療を推進出来る医

師の育成について取組を進める。

② 質の高い看護師等わ育成

各養成所は、第二者ヤこよるカリキュラム評価と地

域に開かれた公開講座の実施に取り組む。

高度な看護実践能力を有し、医師など多職種

との協働によリチーム医療を提供してくことのできる

看護師を育成するため、「東京保健医療大学東

京医療センタ
=校

(通 称 )」 の平成 22年 4月 開校

に向けて国立病院機構としての取組を行う。

③ 看護師のキャリアパス制度の充実

引き続き国立病院機構統一の研修ガイドライン

「看護職員能力開発プログラム」の運用を行うとと

もに、当該プログラムの評価に向けた課題等の検

討を行う。

④ 医療従事者研修の充実

質の高い医療従事者を育成するため、医療関

係職種を対象とした研修などについて更なる充実

を図る。

特に、医療技術の向上を図るため、研修機器の

整備を含めた技術研修の実施体制の構築に着手

医師など多職種とのチーム医療を提供していくこ

とのできる高度な看護実践能 力を持つ看護師育

成に取り組んでいるか。

看護師等養成所について、カリキュラムの第二者

評価を実施するとともに、地域医療への貢献のた

め、地域に開かれた公開講座を実施しているか。

○ 医師のキャリアパス制度の構築など、良質な医師

の育成と確保に努めているか。

看護師のキャリアパス制度の充実を図り、良質な

看護師の育成と確保に努めているか。

○ 国立病院機構の全国的なネットワークを活用しIT

を用いた遠隔研修などにより、医療関係職種を対

象とした研修の充実を図つているか。

○



国立病院機構 評価の視点(案 )

機構の全国的なネットワークを活用しITを用いた遠

隔研修の充実を図る。

(2)地 域医療に貢献する研修事業の実施

政策医療ネットワークにより確立したEBMの成果

等を普及させるため、各病院は、地域の医療従事

者を対象とした研究会や地域住民を対象とした公

開講座等を開催し、地域社会に貢献する教育活

動を実施する。当該研究会等の内容の充実に努

めるとともに、開催件数について中期 目標の期間

中に平成 20年度に比し15%以 上の増を目指す。

するとともに、国立病院機構の全国的なネリ「
77-

クを活用しITを用いた遠隔研修の充実を図る。

(2)地 域医療に貢献する研修事業の実施

地域の医療従事者を対象とした研究会や地域

住民を対象とした公開講座等を開催し、地域社会

に貢献する教育活動を実施する。当該研究会等

の内容の充実に努めるとともに、開催件数について

増加を目指す。

○ 地域の医療従事者を対象とした研究会等につい

て、中期計画に掲げている目標の達成に向けて取

り組み、地域社会に貢献する教育活動を実施して

いるか。

総合的事項

(1)個 別病院ごとの総合的な検証、改善等

平成 22年 度末を目途に、個々の病院ごとに、

政策医療に係る機能、地域医療事情、経営状況

等について総合的に検証し、その結果を公表する

とともに、病床数の適正化を含め必要な改善措置

を講すること。

その際、近隣に労災病院等がある場合は、都道

府県が策定する医療計画、地理的配置状況や担

つている医療機能等を踏まえ、個々の病院単位で

診療連携の構築を始め効率的な運営の可能性等

について検討を行うこと。

また、厚生労働省において、平成25年度末まで

に、所管の独立行政法人が運営する病院全体に

ついて、それらの病院が果たすべき政策医療及び

地域医療における役割を勘案しつつ、政策目的に

沿つた医療供給体制の最適化を図る観点から、

病院配置の再編成を含む総合的な検討を行うた

め、国立病院機構は必要な協力を行うこと。

(2)エイズヘの取組推進

プロック拠点病院においては、H!V裁判の和解に

総合的事項

(1)個 別病院ごとの総合的な検証、改善等

平成22年 度末を目途に、個々の病院ごとに政

策医療に係る機能、地域医療事情、経営状況等

について総合的に検証し、その結果を公表するとと

もに、病床数の適正化を含め必要な改善措置を

講ずる。

その際、国立病院機構の病院の近隣に労災病

院等がある場合は、都道府県が策定する医療計

画、地理的配置状況や担つている医療機能等を

踏まえ、個々の病院単位で国立病院機構の病院

と労災病院との診療連携の構築を始め効率的な

運営の可能性等について検討を行う。

また、厚生労働省において、平成25年度末まで

に、所管の独立行政法人が運営する病院全体に

ついて、それらの病院が果たすべき政策医療及び

地域医療における役割を勘案しつつ、政策目的に

沿った医療供給体制の最適化を図る観点から、

病院配置の再編成を含む総合的な検討を行うた

め、国立病院機構は必要な協力を行う。

(2)エイズベの取組推進

プロック拠点病院においては、HIV裁判の和解に

総合的事項

(1)個 別病院ごとの総合的な検証、改善等

個々の病院ごとに政策医療に係る機能、地域

医療事情、経営状況等について、引き続き本部に

おいて現状把握に努める。あわせて、総合的な検

証に向けて必要な項 目の選定や、データ収集、評

価手法等の検討に着手する。

また、地域医療を行う中で、労災病院等との診

療連携方策についての検討に着手する。

(2)エイズヘの取組推進

プロック拠点病院においては、被害者の原状回

■評価項目7■

総合的事項

平成22年度末を目途に、個々の病院ごとに政策

医療に係る機能、地域医療事情、経営状況等に

ついて総合的に検証し、必要な改善措置を講じて

いるか。

国立病院機構の病院の近隣に労災病院等があ

る場合は、個々の病院単位で診療連携の構築を

始め効率的な運営の可能性等について検討を行

つているか。

ブロック拠点病院は、被害者の原状回復に向け

た医療の取組を着実に実施するとともに、医療従



国立病院機構 評価の視点(案 )

基づき国の責務となった被害者の原状回復に向け

た医療の取組を着実に実施し、エイズ患者及びHI

V感 染者の増加に適切に対応できるよう必要な取

組を進めるとともに、後天性免疫不全症候群に関

する特定感染症予防指針に基づき、中核拠点病

院・拠点病院への支援など、引き続きエイズ医療

提供体制の充実に努めること。

基づき国の責務となった被害者の原状回復に向け

た医療の取組を着実に実施し、エイズ患者及びHI

V感染者の増加に適切に対応できるよう、全科対

応による診療等の総合的な診療、治験等の臨床

研究、医療従事者の人材育成と研修会等の実

施、エイズ医療ネットワークの活用等による情報収

集・提供など必要な取組を進めるとともに、必要な

人的物的体制整備を計画的に進める。

また、後天性免疫不全症候群に関する特定感

染症予防指針に基づき、プロック拠点病院による

中核拠点病院への支援、中核拠点病院による拠

点病院に対する研修事業の実施及び医療情報の

提供など引き続きエイズ医療提供体制の充実に

努める。

なお、これらを進めるに当たつて、必要に応じて

国立国際医療センター戸山病院エイズ治療。研究

開発センターと相互の連携体制を図る。

(3)調 査研究・情報発信機能の強化

臨床研究、治験、診療情報の分析を総合的に

推進するため、本部に総合研究センター (仮 称 )を

設置し、政策医療ネットワークを活用した調査研

究・情報発信機能の強化を図る。

復に向けた医療の取組を着実に実施し、全科対

応による診療等の総合的な診療、治験等の臨床

研究、医療従事者の人材育成と研修会等の実

施、エイズ医療ネットワークの活用等による情報収

集・提供など必要な取組を進めるとともに、必要な

人的物的体制整備を計画的に進める。

また、後天性免疫不全症候群に関する特定感

染症予防指針に基づき、引き続きエイズ医療提供

体制の充実に努める。

なお、必要に応じて国立国際医療センター戸山

病院エイズ治療 研究開発センターとの連携を図

る。

(3)調 査研究機能の強化

臨床研究、治験、診療情報の分析を総合的に

推進する総合研究センター(仮称)設置に向け、組

織や業務内容の検討を行う。

事者の人材育成と研修会等の実施やエイズ医療

ネットワークの活用等による情報収集・提供など必

要な人的物的体制整備を計画的に進めているか。

O後 天性免疫不全症候群に関する特定感染症予

防指針に基づき、エイズ医療提供体制の充実に努

めているか。

臨床研究、治験、診療情報の分析を総合的に

推進するため、総合研究センターを設置し、政策

医療ネットワークを活用した調査研究・情報発信機

能の強化を図つているか。

第3業 務運営の効率化に関する事項

独立行政法人の趣 旨を十分に踏まえ、効率的で

透明性の高い業務運営を行うこと。

また、国立病院機構全体として収支相償の運営

確保を図ること。

効率的な業務運営体制の確立

各病院が果たすべき機能や地域事情も踏まえ

つつ、効率的な業務運営となるよう、組織の役割

第2業 務運営の効率化に関する目標を達成するた

めにとるべき措置

企業会計原則の下、部門別決算、月次決算等の

精度を高め効率的で透 明な医業経営の確立を図

る。また、財務面においては、国立病院機構全体とし

て収支相償(経常損益ベース。以下同じ。)の経営を

目指す。これらと併せ、以下の業務の効率化を推進

する。

効率的な業務運営体制

国立病院機構においては、本部・プロック組織、

院内組織及び職員配置等について、効率的な運

第2業 務運営の効率化に関する目標を達成するた

めにとるべき措置

|

効率的な業務運営体制

■評価項 目8■

効率的な業務運営体制



国立病院機構 .評価の視点(案 )

分担、管理や連携の体制及び人員配置について、

弾力的に見直しを行うこと。

また、業務の効率化や職員の意欲の向上に資

するよう、適切な業績評価を実施すること。

さらに、入札・契約事務の公正性や透明性の確

保を含むコンプライアンス(法 令遵守)徹 底の取組

を推進すること。
｀

加えて、監事及び会計監査人による監査におい

て、入札・契約の適正な実施について徹底的にチ

ェックを行うこととし、常勤監事による監査機能の強

化を図るほか、全病院に対し、毎年、会計監査人

による会計監査を実施すること。

以上のほか、独立行政法人国立病院機構法

(平成 14年 法律第 191号 )附則第 7条 に基づく業

務として、「国立病院・療養所の再編成・合理化の

基本方針」(昭 和 60年 3月 29日 閣議報告 )に基

づき実施されている「国立病院・療養所の再編成

計画 J(平成 11年 3月 の計画見直し後のものをい

う。)に 定められていた再編成対象病院のうち、平

成 20年 度末において未実施となつている2病院に

ついて着実に実施すること。

営が可能となる組織とする。

また、年々増大する業務量に対応するため、個

別業務の必要性・重要性、やり方等の見直しを図

り効率化に努める。

(1)本部・プロック事務所による病院指導・支援機能

の強化

① 本部・プロック機能の強化

本部・プロック組織は、その役割分担に基づき、

法人の管理業務は原則本部で実施し、地方で実

施した方が合理的かつ効率的な業務についてはプ

ロック組織が分担するなどにより、病院業務の指

導 。支援業務行う。

加えて、本部内の研究課の組織を見直し、臨床

研究の総括、治験の推進、診療情報の分析を行

う総合研究センター (仮 称 )を設置し、業務の充実

と情報発信を図る。

また、本部のIT推進室をHOSPnetの 運用管理

などを担う常設組織とし、業務・システムの最適化

計画の検証・評価についても引き続き実施すること

とする。

プロック事務所は、病院の事務処理支援機能に

重点を置いた組織とする。

② 効率的な管理組織体制

機構本部・プロック合計の職員数について、平成

20年度末の291名 から288名 へ見直しを行う。

(参 考)平 成15年度末   平成20年 度末

388名    →   291名

[[]:[1『
み銑
][電
Ъプロツク事務

]

③ 内部統制の充実

内部統制の充実を図るため、本部内組織を見

直し、内部監査、調達 (契約調査等 )を実施する

組織の明確化と専任職員の配置を行う。

(1)本 部・プロック事務所による病院指導・支援機能

の強化

① 本部・プロック機能の強化

本部・プロック組織の役割分担に基づく管理業

務の充実を図り、とりわけプロック事務所は、病院の

事務処理支援機能に重点を置いた業務を行う。

また、本部・プロックの営繕機能を見直しプロック

業務の一部を本部へ集約し業務の効率化を図る

とともに、IT推 進室を常設組織として業務・システ

ムの最適化計画の検証・評価を行う。

② 効率的な管理組織体制

本部と6プロッタ(仙 台、東京、名古屋、近畿、

広島、福岡に所在)体制による効率的な管理業務

を第1期 同様に継続する。

また、営繕業務については、より効率的な業務

運営を行うため組織体制の見直しを行う。

③ 内部統制の充実

,内 部統制の充実を図るため、本部内組織を見

直し、内部監査、調達 (契 約調査等 )を実施する

組織の明確化と専任職員の配置を行う。

本部・プロック組織については、その役割分担に

基づき、病院業務の指導。支援業務を実施するな

ど効率的な運営が可能な組織としているか。
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国立病院機構 評価の視点(案 )

また、コンプライアンスの徹底に対する取組の推

進を図るため、各組織における取組の強化 (法 令

遵守状況の確認方法の確立)を行うことや職員ヘ

の周知、研修会の開催により職員の倫理観を高め

ていく。

(2)弾 力的な組織の構築

① 院内組織の効率的・効果的な構築

引き続き各病院に係る地域事情や特性を考慮

した、より効率的な体制とする。

② 組織運営の方針

ア 副院長複数制の導入

病院の機能に応じて複数の副院長 (特 命事

項を担う場合を含む)の配置を行うとともに、副

院長の役割と院内での位置づけを明確化する。

また、看護職や事務職の副院長について、必

要に応じて配置する。

イ 地域連携部門の体制強化

すべての病院の地域医療連携室に専任職員

を配置して体制を強化し、地域医療との連携ヘ

の取組を強化する。

ウ 医療安全管理部門の強化

すべての病院の医療安全管理室に専任職員

を配置して、リスクマネジメントヘの取組を強化す

る。

工 看護部門の体制強化

看護部門については、病棟部門と外来部門

の連携の推進をはじめ、効率的・効果的な運営

体制とする。

また、病院ごとの病床規模や機能に応じて、

副看護部長を複数配置し、看護体制の強化を

図る。

コンプライアンスの徹底について、現職員のほ

か、新規採用者や委託を行う業務に従事する職

員に対しても周知を図るとともに、各病院において

法令遵守状況の確認が行えるよう、マニュアルの

整備に着手する。

(2)弾 力的な組織の構築

① 院内組織の効率的・弾力的な構築

これまでの運営状況も踏まえつつ各病院に係る

地域事情や特性を考慮した、より効率的な体制と

する。

② 組織運営の方針

ア 副院長複数制の導入

副院長複数制や特命副院長を病院の機能・

役割に応じて設置する。

イ 地域連携部門の体制強化

全施設に設置されている地域医療連携室の

専任化を図り、急性期病院など病院の機能に

応じて複数職種による専任化を進める。

ウ 医療安全管理部門の強化

全施設に設置されている医療安全管理室の

専任職員を増やす。

工 看護部門の体制強化

看護部門については、病棟部門と外来部門

の連携強化を図つていく。

病棟部門については、医療の質の向上を図

り、より効率的・効果的な病院運営が行えるよう

引き続き看護師の体制強化を図るとともに、外

来部門については、非常勤職員も含めた、より

病院の組織については、各病院の地域事情や特

性を考慮した効率的な体制としているか。

○
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国立病院機構 評価の視点(案 )

オ 事務部門の改革

病床規模や機能に応じて事務部門の配置を

見直し、効率的・効果的な運営体制とする。

力 人材育成、教育研修機能の強化

看護師長 (教 育担当)の配置を行い、新人看

護師の教育や有為な人材育成をし、更に離職

防止を図る。

また、病院に職員の教育研修を司る教育研

修部又は教育研修室を設置するとともに、看護

師長(教育担当 )、 事務職やコメディカル職種を

含んだ組織体制の構築を検討し、人材育成体

制の強化を図る。

(3)職 員配置

各部門における職員の配置数については、各職

員の職務と職責を考慮して適切なものとするととも

に、活動性に応じた配置及び医療需要に応じた配

置に取り組む。

(4)職員の業績評価等の道切な実施

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を

適正に評価し、職員の給与に反映させるとともに業

務遂行意欲の向上を図る業績評価制度につい

て、当該制度の適切な運用を継続することにより定

着を図り、併せて、人事制度への一層の活用を図

ることにより、病院及び機構全体の能率的運営に

つなげる。  |             ‐ l

(5)監 事監査、外部監査等の充実

効率的な配置を行う。

オ 事務部門の改革

事務部門については、引き続き企画部門と管

理部門の2課 体制による効率的・効果的な運

営体制とし、病床規模や機能に応じて組織体

制の見直しを行う。

力 人材育成、教育研修機能の強化

看護職員能力開発プログラムに基づく系統的

な教育を行うため、看護師長 (教 育担当)を 増

やし、新人看護師の教育や有為な人材育成を

充実させるとともに、新卒者の離職を最小限に

することを目指す。新たな卒後研修制度のモデ

ル的導入に着手する。

また、各病院における医療職員の教育研修を

璽震〕竜[[義:1嘱篭滝詈覧整層厭簾看Я
構築を検討し、人材育成体制の強化に着手す

る。

(3)職 員配置

各部門の職員の配置については、引き続き各職

員の職務と職責を考慮し、非常勤職員も含め業務

量の変化に対応した柔軟な配置とする。

引き続きt職 員一人当たりの生産性指標に着

目し、職員配置の見直しを進める。

(4)職 員の業績評価等の適切な実施

平成20年度より全常勤職員へ導入した業績評

価制度について、評価結果を踏まえた職員の給与

等への反映を実施し適切な運用を継続する。

(5)監 事監査、外部監査等の充実

O職 員配置数については、各職員の職務と職責を

考慮して適切なものとするとともに、活動性や医療

需要に応じた配置としているか。

○ 職員の業績評価制度について、適切な運用を図
・

つているか。

○ 全病院に対し会計監査人による会計監査を実施



国立病院機構 評価の視点(案 )

① 監査法人等を活用したチェック体制の強化

毎年全病院に対し会計監査人による会計監査

を実施する。

② 監事機能との連携の強化

契約事務の適正性を担保するために、監事と連

携して抜き打ち監査を実施する。また、監事監査

の結果を活用するなど、内部監査において、監事

機能との更なる連携を図る。

③ 外部評価の活用

日本医療機能評価機構等の病院評価受審病

院数を中期目標の期間中に平成20年度末の46

病院から73病院以上にする。

(6)再 編成業務等の実施

旧国立病院・療養所の再編成業務については、

中期目標の期間中に統廃合が予定されている1

件をその経営に留意しつつ着実に実施するととも

に、残る1件についても統合に向けた準備を行う。

① 監査法人等を活用したチェック体制の強化

独立行政法人評価委員会の平成20年 度まで

の実績に対する評価結果を、平成21年度以降の

病院運営に反映させるとともに、引き続き全病院に

おいて監査法人による監査を実施する。

② 監事機能との連携の強化    、

契約事務の適正性を担保するため、引き続き監

事と連携して抜き打ち監査を実施する。また、監事

監査の結果を活用するなど、内部監査において、

監事機能との更なる連携を図る。

③ 外部評価の活用

先行事例の把握や情報提供を通じて、日本医

療機能評価機構の病院評価受審病院数等の増

を促す。

(6)再 編成業務等の実施

旧国立病院・療養所の再編成業務については、

平成22年 3月 を目途に札幌南病院・西札幌病院

の再編成を進めるとともに、引き続き残る1ケースに

ついて対象病院の経営に留意しつつ、平成26年

度統合に向けて設計に着手する。

するとともに、抜き打ち監査を実施するなど監事機

能との連携強化が図られているか。

O外 部機関による病院評価受審病院数について、

中期計画に掲げている目標の達成に向けて取り組

み、着実に進展しているか。

○ 再編成業務について、

実に実施しているか。

その経営に留意しつつ着

業務運営の見直しや効率化による収支改善

各病院が担う政策医療を着実に実施し、経費

節減、診療収入等の増収及び医療資源の有効活

用を図り、各病院の収支改善を促進すること。

業務運営の見直しや効率化による収支改善

個々の病院の特色・機能を十分に発揮させると

ともに、院内の効率的・効果的な組織の構築や職

員の適正な配置を行うことにより、診療報酬上の施

設基準の新規取得や効率的・効果的な医療の提

供を通じて安定的な収入の確保を図るとともにコス

ト削減に努め、個々の病院においても収支相償な

いしそれ以上を目指す。

なお、QC活 動奨励表彰を通じて、サービスの質

業務運営の見直しや効率化による収支改善

■評価項目9■

業務運営の見直しや効率化による収支改善

(1)経 営意識の向上

(2)業 務運営コストの節減等

①業務運営コストの節減

○ 各病院は、診療報酬上の施設基準の新規取得

や効率的・効果的な医療の提供を通じて、安定的

な収入の確保を図るとともにコスト削減に努め、収

支相償ないしそれ以上を目指しているか。

QC活 動等を通じて、より効率的な業務運営に向

けた職員の改善意欲の向上を図つているか。

0着 スの務 改善の/_りの真″″なイ=シアティ



国立病院機構 評価の視点(案 )

(1)経 営力と経営意識の向上

経営人材の確保や経営研修の充実を図るととも

に政策医療のコスト分析を行い、経営能力の向上

と更なる意識改革を進めること。

の向上や経営改善に関する職員の自主的取組を

奨励し、より効率的な業務運営に向けた職員の改

善意欲の向上を図る。

(1)経 営意識の向上

① 経営力の向上

取り巻く医療環境の変化に応じて、個別病院ご

との経営戦略や、毎年の事業計画を通じた経営管

理サイクルをさらに充実させる。

病院経営力を向上させるため、医療事務などの

有資格者の確保や育成を図る。

また、,経 営分析及び経営改善手沐等の経営能

力並びに診療報酬請求事務能力の向上を目的と

した研修を定期的に行うことにより職員の資質向上

|

(1)経 営意識の向上

① 経営力の向上

職員の資質向上を図るため、引き続き経営分

析及び経営改善手法等の経営能力並びに診療

報酬請求事務能力の向上を目的とした研修を行

う。

さらに、病院経営力を向上させるため、医療事

務などの有資格者の確保や育成方策を検討す

る。
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病院経営力を向上させるため、医療事務などの

有資格者の確保や育成に努めているか。

また、経営能力並びに診療報酬請求事務能力

の向上を目的とした研修を定期的に行うことにより

職員の資質向上に努めているか。



国立病院機構 評価の視点(案 )

(2)業 務運営コストの節減等

施設整備や医療機器、医薬品等の購入につい

て、費用対効果や法人全体の債務を総合的に勘

案して実施することとし、単価の見直し、品目の標

準化、共同入札、後発医薬品の採用などを促進

するとともに、業務委託を適切に活用すること。

なお、後発医薬品については、患者負担の軽減

や医療保険財政の改善の観点から数量シェアの3

0%相 当以上への拡大を図ること。

さらに、臨床研究事業や教育研修事業について

も効率化に努めること。

また、総人件費については、医療サービスの質の

向上、患者の処遇の改善等にも留意しつつ、簡素

で効率的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律 (平 成 18年 法律第47号 )等に基
づく平成 18年度からの5年 間で5%以 上を基本と

する肖1減 について、引き続き着実に取り組むととも

に、「経済財政運営と構造改革に関する基本指針

2006J(平成 18年 7月 7日 閣議決定 )に基づき、

人件費改革の取組を平成23年度まで継続するこ

と。その際、併せて、医療法(昭 和23年法律第20
3号 )及 び診療報酬上の人員基準に沿つた対応を

行うことはもとより、国の制度の創設や改正に伴う

人材確保も含めた政策医療推進のための対応や

医療安全を確保するための適切な取組を進めるこ

と。

あわせて、給与水準について、以下のような観

点からの検証を行い、これを踏まえた適正化に取り

に努める。

② 政策医療にかかるコスト分析

結核、重症心身障害、筋ジストロフィー、精神等

の政策医療に係るコストの分析を実施し、必要な

機能を維持しつつ適正なコスト管理を実施する。

(2)業 務運営コストの節減等

医薬 品等の購入方法や業務委託の推進・点

検、医業未収金対策の徹底等様々な取組や国立

病院機構が有する人的・物的資源等及びそのネッ

トワークを有効に活用し、経営改善を図るための取

組を実施することにより、中期 目標期間の各年度

における損益計算において、経常収支率が100%
以上となるよう費用の節減等を図る。

また、診療事業以外の事業、特に運営費交付

金対象事業については、自已収入の確保や費用

節減に努めることにより、新規拡充業務を除いて、

その費用のうち運営費交付金等の割合を低下させ

る。

① 業務運営コストの節減

ア 材料費

同種同効医薬品の整理など、更なる使用医

薬品の標準化を進め、共同購入の対象品 目を

拡大するなど、調達方法及び対象品 目等の見

直しを行い、薬品費と消耗品費等の材料費率

の増加の抑制を図る。

また、包括評価等の今後の診療報酬改定を

考慮しつつ後発医薬品の採用を促進し、平成 2

4年度までに数量ベースで30%(購入金額ベー

ス15%)以上の採用を図る。なお、後発医薬品

の利用促進にあたっての課題の把握にも努め

る。

② 政策医療にかかるコスト分析

結核、重症心身障害、筋ジストロフィー、精神等

の政策医療に係る適正なコスト管理を実施するた

め、経営分析システムにコスト分析に必要な機能を

追加するとともに、全病院がシステムによる算出が

可能となる時期までの対応策を検討し、コスト分析

に必要となる情報の収集に着手する。

(2)業 務運営コストの節減等

① 業務運営コストの節減

ア 材料費

材料費率の抑制を図るため、引き続き医薬

品の共同購入を行うとともに、同種同効医薬品

の整理など、更なる使用医薬品の標準化を進

め、在庫管理の効率化を推進し費用の節減を

図る。

また、検査試薬、医療用消耗品等について

は、医薬品と同様に使用品 目の集約等、効率

的な購入を目指し引き続き実施に向けた検討を

行う。

後発医薬品の利用促進に当たつての課題等

の把握に努めるための体制づくりを行い、調査分

析に着手する。

政策医療に係るコストの分析を実施し適正なコス

ト管理に努めているか。

Q使 用医菫品の標準化を進め、調達方法及び対

象品 目等の見直しを行い、薬品費と消耗品費等

の材料費率の増加抑制を図るとともに、後発医薬

品の採用について、中期計画に掲げている目棟の

達成に向けて取り組んでいるか。



国立病院機構 評価の視点(案 )

組むとともに、その検証結果や取組状況については

公表すること。

① 国からの財政支出の大きさ、類似の業務を行

つている民間事業者の給与水準等に照らし、現状

の給与水準が適切かどうか十分な説 明ができる

か。

② その他、給与水準についての説明が十分に国

民の理解の得られるものとなっているか。

さらに、契約については、原則として一般競争入

札等によるものとし、以下の取組により、随意契約

の適正化を推進すること。

① 国立病院機構が策定する「随意契約見直し

計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その

取組状況を公表すること。

② 一般競争入札等により契約を行う場合であつ

ても、特に企画競争や公募を行う場合には、競争

性、透明性が十分確保される方法により実施する

こと。

イ 人件費率等

人事に関する計画に基づき、医療の高度化

や各種施策などにも留意しつつ、適正な人員の

配置に努めるとともに、業務委託についてもコスト

低減に十分配慮した有効活用を図ること等によ

り、中期 目標の期間中、人件費率と委託費率を

合計した率について、業務の量と質に応じた病

院運営に適正な率を目指す。

また、医療サービスの質の向上、患者の処遇

の改善等にも留意しつつ、簡素て効率的な政府

を実現するための行政改革の推進に関する法律

(平成 18年法律第47号 )等に基づく平成 18年度

からの5年間で5%以 上を基本とする削減につい

て、引き続き着実に取り組むとともに、「経済財政

運営と構造改革に関する基本指針2006」 (平成

18年 7月 7日 閣議決定)に基づき、人件費改革

の取組を平成 23年度まで継続する。その際、併

せて、医療法 (昭 和 23年 法律第 205号 )及 び

診療報酬上の人員基準に沿つた対応を行うこと

はもとより、国の制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め政策医療の推進のための対応や医

療安全を確保するための適切な取組を行う。

なお、給与水準に関して国民の理解が十分

得られるよう必要な説明や評価を受けるものとす

る。

イ 人件費率等

各病院が担っている医療内容等に基づいた

人員体制を前提に、適正な人員の配置に努め

るとともに、委託業務の内容等について病院間

比較を行うなどコスト低減に十分配慮した有効

活用を図つていく。これらにより、人件費率と委

託費率を合計した率について、業務の量と質に

応じた病院運営に適正な率を目指す。

また、医療サービスの質の向上、患者の処遇

の改善等にも留意しつつ、簡素で効率的な政府

を実現するための行政改革の推進に関する法

律 (平 成 18年 法律第47号 )及び「経済財政運

営と構造改革に関する基本方針2006」 (平 成

18年 7月 7日 閣議決定 )を 踏まえ、引き続き人

件費削減の取組を行うが、医療法及び診療報

酬上の人員基準に沿つた対応を行うことはもとよ

り、国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含

め政策医療の推進のための対応や医療安全を

確保するための適切な取組を行う。

○ 適正な人員の配置等に取り組み、人件費率と委

託費率を合計した率について、業務の量と質に応

じた病院運営に適正な率を目指しているか。

○ 人件費について、簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革⊇推進に関する法律 ■ l― 基づ

く、平成 18年度からの睡里間 t・5鍵 を基本と

する削減 を引き続き着実 に取り組 むとともに、医 療

法 等 の人 目基 準 に沿 った対 応 存行 うことはもとよ

り、国の制度創設や改正に伴う人材確保も含め政

策医療の推進のための対応に取り組んでいるか。
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国立病院機構 評価の視点(案 )

投資の効率化

建物整備

建築単価の見直し等を進めるとともに、コス

ト合理化のため標準仕様に基づく整備を行

い、投資の効率化を図る。

医療機器整備

大型医療機器の共同入札を実施するなど

医療機器の購入費用の削減を図る。

工 適正な契約事務の実施

契約については、原則として一般競争入札等

によるものとし、競争性、公正性及び透明性が

十分確保される方法により実施する。また、平成

19年 に策定した「随意契約見直し計画」に基づ

く取組を着実に実施するとともに、その取組状況

を公表する。

ウ 投資の効率化

建物整備については、一般病棟に係る主要

な面積や設備について標準仕様を作成し、整

備に活用することにより投資の効率化を図る。

医療機器整備については、大型医療機器の

導入費用の削減を図るため、共同入札による調

整を行うとともにt医 療機器購入価格の標準化

を図る。

工 適正な契約事務の実施

契約については、原則として一般競争入札等

によるものとし、競争性、公正性及び透明性が

十分確保される方法により実施する。また、平成

19年 に策定した「随章契約見直し計画」に基,
く取組を着実に実施するため、引き続き「競争性

のない随意契約」のうち「競争入札等」へ移行

可能なものを着実に移行させるとともに、その取

組状況を公表する。
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病院建築単価の見直し等や大型医療機器の共

同入札により投資の効率化を図つているか。
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国立病院機構 評価の視点(案 )

オ 市場化テストの実施

各病院共通の消耗品等に係る物品調達業

務について、原則として、平成22年度に官民競

争入札又は民間競争入札を実施することとし、

対象品 日、対象施設、実施予定時期、契約期

間等を内容とする計画を、監理委員会と連携し

つつ、平成21年 10月 までに策定する。

カ ー般管理費の節減

平成20年度に比し、中期 目標の期間の最終

年度において、一般管理費 (人 件費を除く。)に

ついて、15%以 上節減を図る。

オ 市場化テストの実施

各病院共通の消耗品等に係る物品調達業

務について、業務の効率化を推進するため官民

競争入札又は民間競争入札の実施に向け、対

象品目や対象施設等実施に向けた計画を平成

21年 10月 までに策定する。

カ ー般管理費の節減

一般管理費 (人 件費を除く。)については、事

務・事業の効率化を図るとともにコスト意識を十

分に浸透させ、引き続き経費節減に努める。
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各病院共通の消耗品等に係る物品調達業務に

ついて、計画を策定し、市場化テストを実施してい

るか。

0-般 管 理 書 について、中 期 計 画 に掘 げている日

標の達成に向けて取り組み、着実に進展している

上

(3)医 療資源の有効活用

医療機器の共同利用、他の医療機関との連携

促進や病床の適正配置など、医療資源の有効活

用を促進すること。

また、国立病院機構が保有する再編成により廃

上した国立病院や看護師等養成所などの遊休資

産について、国の資産債務改革の趣旨を踏まえ、

売却、貸付等による有効活用を行うこと。

さらに、!丁 化の推進を図り、業務・システムの次

期最適化計画策定を適切に進めること。また、政

策医療のコスト分析等において全病院共通の財務

会計システムを有効に活用するとともに、医事会計

② 医療資源の有効活用

ア.医 療機器の効率的な利用の促進

既に整備済の医療機器等については、その効

率的な使用に努め、稼働率の向上を図るととも

に、他の医療機関との共同利用を推進し、平成

20年 度に比し、中期目標の期間中に、CT、 M
RIの高額医療機器 (※ 1)の 共同利用数につい

て10%以上の増加 (※ 2)を 目指す。
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医療資源の有効活用

ア 医療機器の効率的な利用の促進

既に整備済の医療機器等については、その効

率的な使用に努め、稼働率の向上を図るととも

に、C丁及びMRIの高額医療機器については、引

き続き地域の医療機関との連携を強化すること

により、平成20年度に比し、共同利用数につい

て2%以 上の増加を目指す。

②

■評価 項 目10■

業務運営の見直 しや効率化による収 支改善

(2)②医療資源の有効活用

○ 高額医療機器の共同利用数について、中期計

画に掲げている日標の達成L向 けて取り組み、医

療機器の効率的な利用促進を図つているから



国立病院機構 評価の視点(案 )

システムを全病院について標準化 (基 本仕様の統

一)すること。 イ.病 床の効率的な利用の促進

病診連携・病病連携の推進等により平均在

院 日数の短縮を図るとともに、新規患者数を増

加させる等により収支の改善に努める。

また、入院患者数に応じた病棟集約など、患

者数の動向や将来計画を見据えた効率的な病

棟運営に努める。

ウ.保 有資産の有効活用

閉校した看護師等養成所等の資産につい

て、病院機能との連携を考慮した売却、貸付等

に努め、医療機関としての機能の維持・向上及

び財政基盤の安定化など有効活用に努める。

工.教 育研修事業

中期 目標の期間中の国立病院機構附属養

成所卒業生の国立病院機構の病院への就職

率を高めるとともに、各年ごとに全ての附属養成

所において当該年度の国家試験の全国平均合

格率を超える合格率を目指す。

オ.IT化の推進

会計処理に必要なすべての病院共通の財務

会計システムにより、部門別決算や月次決算を

行うとともに、各病院の経営状況の比較等病院

の財務状況を分析し経営改善を進める。

また、財務会計システムを活用し、政策医療

の実施にかかるコスト分析を行うとともに、適正な

コストの把握に努める。

イ 病床の効率的な利用の促進

病診連携・病病連携の推進等により、平均在

院日数の短縮を図るとともに、新規患者数の確

保及び患者数と平均在院日数とのパランスを反

映した病棟運営とする等により収支の改善に努

める。

また、効率的な配置を行うために病棟の稼働

状況に応じた病棟構成の見直しを検討し、整

理 集約の実施に努める。

ウ 保有資産の有効活用

閉校した看護師等養成所等の資産につい

て、病院機能との連携を考慮した貸付等による

有効活用を行うことで、医療機関としての機能の

維持・向上及び財政基盤の安定化に努めるた

め、学校法人や自治体など関係団体との調整

を行う。

工 教育研修事業

国立病院機構附属養成所卒業生の国立病

T蹄置垣重拿1雲鍵纂Υ方菖聰ま
の全国平均合格率を超える合格率を目指し、

充実した教育を実施する。

オ IT化 の推進

財務会計システムの確実な稼働を引き続き

図ることにより、各病院の経営状況の比較等病

院の財務状況の分析を行う。

各病院における既存医事会計システムの更

新に併せ、順次DPC調査様式に対応した標準

仕様によるシステムの導入を図る。

平成20年度に実施した「国立病院機構総合

○ 病診連携・病病連携の推進等により平均在院日

数の短縮や新規患者数の増加に努めるとともに、

入院患者数に応じた病棟集約など効率的な病棟

運営に努めているか。

O閉 校した看護師等養成所等の資産について、病

院機能との連携を考慮した売却等に努め、医療機

関としての機能の維持・向上及び財政基盤の安定

化など有効活用に努めているか。
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国立病院機構附 E巻成所において、卒業生の

0

国 立 病 院 機 構 の病 院 への就 職 率 を高 めるととも

に、全 ての附 属 養 成 所において当該 年度 の国 家

試験の全国平均合格率を超える合格率を目指

し、充実した教育を実施しているか。

財務会計システムの活用により、部門別決算や

月次決算を行い、適切な業務運営や経営改善の

ために有効に利用するとともに、政策医療の実施に

かかるコスト分析を行い、適切なコストの把握に努め

ているか。

医事会計システムの標準化が着実に進展してい

るか。

○



国立病院機構 評価の視点(案 )

なお、医事会計システムを更新する際には標

準化 (国 立病院機構内での共通仕様 )されたシ

ステムの導入を図り、中期 目標の期間中に全病

院が標準化されるよう努める。

平成 20年 度に実施した「業務・システムの最

適化」について、検証・評価を実施し、業務の見

直しを含めた次期最適化計画を策定する。

情報ネットワークシステム最適化計画」につい

て、検証・評価を行う。 ○ 平成20年 度に実施した「業務・システム最適化

計画」の検証・評価を実施し、次期最適化計画策

定に向けて適切に取り組んでいるか。

(4)収 入の確保

医業未収金の発生防止や徴収の改善、診療報

酬請求業務の改善、競争的研究費の獲得などを

図ること。

③ 収入の確保

ア.未 収金対策の徹底

各病院において提供した医療の正当な対価

として当然収納すべき診療費が滞納されている

医業未収金については、新規発生防止の取組

を一層推進し、また、法的手段の実施等により

その回収に努めることで、平成20年度 (※ )に比

して医業未収金比率の低減を図る。

また、医業未収金の支払案内等の市場化テ

ストについては、平成22年 9月 末現在の状況を

踏まえ、平成23年 度以降の市場化テストの実

施について検証する。

イ.診 療報酬請求業務の改善

医事業務研修の実施による職員の能力向上

及び院内でのレセプト点株体制の確立書により

適切な請求業務の実施に取り組む。
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③ 収入の確保

ア 未収金対策の徹底

医業未収金の新規発生防止の取組を一層

推進、また、法的手段の実施等によりその回収

に努める。

また、医業未収金の支払案内等の市場化テ

ストについては、事業開始から1年を経過した時

点 (平成 21年 9月 末現在 )における入金状況等

の結果を踏まえ、必要に応じ業務の改善を図

る。                 一́

イ 診療報酬請求業務の改善

医事業務研修を実施し、職員の診療報酬請

求事務だ係る能力の向上を促進‐するとともに11

院内でのレセプト点検体制の確立に努める。

■評価項目11■

業務運営の見直しや効率化による収支改善

(2)③収入の確保

○ 医業未収金について、新規発生防止の取組を一

層推進し、また、法的手段の実施等によりその回

収に努め、医業未収金比率の低減を図つている

か 。
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○ 医事業務研修の実施による職員の能力向上及

び院内でのレセプト点検体制の確立等により適切な

請求業務の実施に取り組んでいるか。



国立病院機構 評価の視点(案 )

ウ・臨床研究事業

厚生労働科学研究費補助金等の外部の競

争的研究費の獲得に努め、中期目標の期間中

において、更なる研究を推進するとともに、適正

な評価を行い研究の効率化に努める。

ウ 臨床研究事業

本部研究課が窓 口となり、競争的資金の獲

得のための情報収集、情報提供、他省庁等との

連絡調整、申請書の作成等に関する研究者の

支援を行う。

また、国立病院機構全ての病院を結ぶ治験

ネットワークを活用し、受託研究費額の増を図る

とともに、実施率の改善等質の向上を目指す。

○ 外部の競争的研究費の獲得に努め、更なる研究

を推進するとともに、適正な評価を行い研究の効

率化に努めているか。

第4財 務内容の改善に関する事項

「第3業 務運営の効率化に関する事項」で定めた

事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算

による運営を実施することにより、中期 目標の期間に

おける期首に対する期末の財務内容の改善を図るこ

と。

経営の改善

中期 目標の期 間の各年度の損益計算におい

て、経常収支率を100%以 上とすること。

第3予 算、収支計画及び資金計画

「第2業 務運営の効率化に関する目標を達成する

ためにとるべき措置」で定めた計画を確実に実施する

ことにより、国立病院機構全体の財務内容の改善を

図るため、以下の目標を達成する。

経営の改善

部門別決算や月次決算を行うとともに、各病院

の経営状況の比較等病院の財務状況を分析する

ことにより経営改善を進め、中期 目標期間の国立

病院機構全体における各年度の損益計算におい

て、経常収支率を100%以 上とすることを目指す。

再生プラン対象病院について平成 22年 度末の

経営改善計画の達成状況を踏まえ、診療機能・

病床規模の見直しなど必要な措置を講じるととも

に、個別病院の経営改善に引き続き取り組む。

(参 考)再 生プラン(個別病院ごとの経営改善計画)

特に早急に経営改善着手が必要な58病院におい

て、部門毎の生産性に着目するなどして改善項目を検

討し、行動日標を明確化した中期的な個別病院毎の

経営改善計画。(平 成19年度末策定 )

第3予 算、収支計画及び資金計画

経営の改善

平成21年度の予定損益計算において、経常収

支率を102.5%と する。

再生プラン対象施設について、平成 21年 度の

経営改善計画の進捗状況により診療機能 。病床

規模の見直し等の必要な措置を講じるなど、個別

病院の経営改善に引き続き取り組む。

■評価項 目12■

経営の改善

○ 各年度の損益計算について、中期計画に掲げて

いる日標の達成に向l■てユ塑阻生J圏当重畳上差

○

実に実施しているか。

再生プラン対象病院について、診療機能・病床

規模の見直しなど必要な措置を講じるとともに、個

別病院の経営改善に取り組んでいるか。
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■評価項目13■

固定負債割合の改善

医療機器・建物整備に関する計画 等



国立病院機構 評価の視点(案 )

2固 定負債割合の改善

各病院の機能の維持・向上を図りつつ、経営の

改善が図られる投資を計画的に行うとともに、国立

病院機構の固定負債 (長 期借入金の残高 )を 減

少させる。

そのため、個々の病院における建物や大型医療

機器の投資に当たつては、長期借入金等の償還

確実性等を確保するとともに、一定の自己資金を

用意することを原則とする。

1予   算  別紙 1

2収 支計画  別紙2

3資 金計画  別紙 3

医療機器・建物整備に関する計画

中期 目標の期間中に整備する医療機器・建物

整備については、別紙4のとおりとする。

4機構が承継する債務の償還

国立病院機構全体として収支相償を維持しつ

つ、借入金の元利償還を確実に行う。

第4短期借入金の限度額 :

1 限度額 60,000百万円

固定負債割合の改善

平成 21年 度の長期借入等の予定枠を505億

円 (平 成 20年 度から繰り越されたものを含む)とす

るとともに、内部資金の有効活用により、機構の固

定負債 (長 期借入金等の残高 )を減少させる。

１

２

３

予  算  別紙 1

収支計画  別紙 2

資金計画  別紙 3

医療機器・建物整備に関する計画

長期借入等及び自已資金を活用して、長期債

務の縮減を図りつつ、医療面の高度化や経営面の

改善及び患者の療養環境の改善が図られるよう、

必要な整備のための投資を行う。

機構が承継する債務の償還

平成21年度の償還を約定どおり行う。

第4短期借入金の限度額

1 限度額60,000百万円

○ 投資を計画的に行い、固定負債の減少を図ると

ともに、個々の病院における建物や大型医療機器

の投資に当たつて、長期借入金等の償還確実性

等や一定の自已資金等を含め、基本的な考え方

等は整備されているか。

○ 収支計画及び資金計画について、計画と実績と

を比較して乖離がある場合、その理由は合理的な

ものか。
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○ 医療機器・建物整備に関する計画について、計

画と実績とを比較して乖離がある場合、その理由

は合理的なものか。

国立病院機構全体として収支相償を維持しつ

つ、借入金の元利償選を確実に行つているか。

OI写押借

^傘

|こついて、借本理申や借入額等の状

況は適切なものと認められるか。



国立病院機構 評価の視点(案 )

②

③

想定される理由

① 運営費交付金の受入遅延等による資金不足

への対応

業績手当(ボーナス)の支給等、資金繰り資金

の出費への対応

予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支

給等、偶発的な出費増への対応

第5重 要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとす

るときはその計画

なし

第6剰 余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資

(病 院建物の整備・修繕、医療機器等の購入等 )

及び借入金の償還に充てる。

②

③

想定される理由

① 運営費交付金の受入遅延等による資金不足
への対応

業績手当 (ボーナス)の 支給等、資金繰り資金

の出費への対応

予定外の退職者の発生に伴う退職手 当の支

給等、偶発的な出費増への対応

重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとす

るときはその計画

なし

第6剰 余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資

(病 院建物の整備・修繕、医療機器等の購入等 )

及び借入金の償還に充てる。
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第5その他業務運営に関する重要事項

人事に関する計画

国民の医療需要や医療環境の変化に応え、良

質な医療を効率的に提供していくために、医師等

の医療従事者を適切に配置する一方、技能職に

ついてアウトソーシング等に努めるなど、一層の効率

化を図ること。

また、必要な人材の育成や能力開発、人事評

価や異動を適切に行うことのできるシステムの確立

を図ること。

第7その他主務省令で定める業務運営に関する事

項

人事に関する計画

① 方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医

師、看護師等の医療従事者数については、医療を

取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引

き続き推進するとともに、離職防止や復職支援の

対策を講じる。

また、良質な人材の確保及び有効活用を図るた

め、引き続きプロック内での職員―括採用や人事

第7その他主務省令で定める業務運営に関する事

項

人事に関する計画

① 方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医

師、看護師等の医療従事者数については、医療を

取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引

き続き推進するとともに、離職防止や復職支援の

対策を講じる。

技能職等の職種については、業務の簡素化・迅

速化、アウトソニシング化を推進し効率化を図る。

■評価項目14■

人事に関する計画

広報に関する計画
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"
良質な医療を効率的に提供するために、医師、

看護師等の医療従事者を適切に配置するととも

に、医師・看護師不足に対する確保対策に取り組

んでいるか。

良質な人材の確保、育成・能力開発、人事評価

等について、適切に行うようシステムの確立を図つ

ているか。

○



国立病院機構 評価の視点(案 )

広報に関する事項

国立病院機構の役割、業務等について積極的

な広報に努めること。

中期計画における数値目標

本中期日標の主要な事項について、中期計画

において数値目標を設定すること。

交流を促進するための人事調整会議を行うほか、

有為な人材の育成や能力の開発を行うための研

修を実施するとともに、障害者雇用の取組について

も推進する。

② 指標

国立病院機構の平成 21年 度期首における常

勤職員数を49,021人 とするものの、医師、看護

師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応

するために、変動が見込まれるものであり、中期目

標の期間中においては、安全で良質な医療の提供

に支障が生じないよう適正な人員配置等に努め

る。

特に、技能職については、中期目標の期間中7

10人 (※ )の純減を図る。

(※ 平成21年度期首の技能職員定数の3割 相当 )

(参 考)中 期目標の期間中の人件費総額見込み

1,628,038E万 円

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機

関等派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

広報に関する事項

国立病院機構及び各病院の使命、果たしてい

る役割・業務等について、広く国民の理解が得られ

るよう、積極的な広報・情報発信に努める。

積立金の処分に関する事項

前期中期 目標の期間の最 終事業年度におい

て、通則法第44条 の処理を行つてなお積立金が

あるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働

大 臣の承認を受けた金額について、将来の投資

(病 院建物の整備・修繕、医療機器等の購入等 )

及び借入金の償還に充てることとする。

また、良質な人材の確保及び有効活用を図る

ため、プロック単位での職員―括採用を行うととも

に、プロック内での人事交流を促進するよう人事調

整会議の運営を行うほか、有為な人材の育成や

能力の開発を行うための研修を実施するとともに、

障害者雇用の取組も実施する。

② 指標

技能職について、平成21年 度においては142
人の純減を図る。

(※ 中期計画△710人 ■5年 =142人 )

広報に関する事項

広報活動の充実に向けて機構全体の総合パン

フレットを作成するとともに、本部による外部広報誌

の発行等、さらなる情報発信ツールについての検

討を行う。また、各病院におけるトピックスの情報収

集のルール化を図り、本部ホームページでの公表

をはじめとした各種情報発信ができる体制を整備し

ていく。

国立病院機構の役割、業務等について、積極的

な広報に努めているか。




